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第１節 下呂市地域防災計画の目的及び 

    構成 
 

 

 

 

 

１ 下呂市地域防災計画の目的 

 この下呂市地域防災計画（以下「市計画」という。）は、災害対策基本法（昭和36年法律第223

号）第42条の規定に基づき、下呂市防災会議が下呂市の地域に係る防災に関する事務又は業務

について、総合的な運営を計画化したものであり、計画を上回る災害が発生しても、その効果

が粘り強く発揮できるようにし、これを効果的に活用することによって、市の地域、並びに地

域の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、住民一人ひとりの自覚及び努力

を促すことによって、被害を最小限に軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図

ることを目的とする。 

 

【計画のつながり】 

 ・防災基本計画とは、他の防災計画の基本となるもので、 

  いわば防災計画の憲法とでもいうべきものである。 

（災害対策基本法第34条及び第35条） 

  

 ・防災業務計画とは、指定行政機関の長又は指定公共機関 

  が防災基本計画に基づき、その所掌事務又は業務につい 

  て作成する防災に関する計画である。 

（災害対策基本法第36条から第39条まで） 

  

 ・地域防災計画とは、都道府県又は市町村がその所掌事務 

  又は業務について作成する防災に関する計画である。 

（災害対策基本法第40条から第42条まで） 

２ 計画策定の前提 

 この市計画は、下呂市の過去における災害履歴や災害要因を検証し、自然条件、社会条件等

を踏まえ、東日本大震災の原因ともなった海溝型地震、阿寺断層系地震をはじめとする、阪神・

淡路大震災の原因ともなった内陸型直下地震による災害をも対象とし、市における防災に関す

る計画を定めるものである。 

 また、策定に当たっては、他の法律に基づく防災に関する計画と十分な調整を図るものとす

る。 

３ 計画の構成 

 この市計画は、現実の災害に対する対応に即した構成としており、第１編の総則に続いて、

第２編を一般対策編、第３編を地震対策編、第４編を原子力災害対策編とし、それぞれの災害

に対する予防、応急、復旧等の各段階における諸施策を示した。さらに一般対策編に事故災害

対策計画を第３章として登載するほか、地震対策編に東海地震に関する事前対策を第４章、南

防災基本計画        

災害対策基本法 

下 呂 市       

地域防災計画 

岐 阜 県       

地域防災計画 

指定行政機関 

防災業務計画 

指定公共機関 

防災業務計画 
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海トラフ地震防災対策を第５章として登載した。また、巻末に資料編と様式集を登載し、本計

画に必要な関係資料及び様式を掲げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 想定する災害 

  この市計画の作成に当たっては、下呂市における地勢、気象等の自然的条件に加え、人口、

土地利用、産業構造等の社会的条件及び過去における各種災害発生状況を勘案し、発生しうる

災害を想定し、これを基礎とした。 

  市計画の作成の基礎として想定した主な災害は、次のとおりである。 

 (１) 地震による災害 

 (２) 台風による災害 

 (３) 集中豪雨等異常降雨による災害 

 (４) 火山による災害 

 (５) 豪雪による災害 

 (６) 航空機事故による災害 

 (７) 鉄道事故による災害 

 (８) 道路事故による災害 

 (９) 原子力事故による災害 

 (10) 危険物の爆発等による災害 

 (11) 可燃性ガスの拡散 

下呂市地域防災計画 

第１編 総   則 

第２編 一般対策編 

第３編 地震対策編 

資   料   編 

第１章 災 害 予 防 計 画             

第２章 災 害 応 急 対 策 計 画             

第３章 事 故 災 害 対 策 計 画             

第４章 災 害 復 旧 計 画             

第１章 地 震 災 害 予 防 計 画             

第２章 地震災害応急対策計画             

第３章 地 震 災 害 復 旧 計 画             

第４章 東海地震に関する事前対策 

第５章 南海トラフ地震防災対策 

様   式   集 

第４編 

第１章 総 則             

第２章 原子力災害事前対策計画             

第３章 原子力災害緊急事態応急対策計画 

第４章 原子力災害中長期対策計画 

原子力災害    
対策編 
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 (12) 有毒性ガスの拡散 

 (13) 林野火災による災害 

 (14) 大規模な火災による災害 

 (15) その他の特殊災害 

５ 計画の修正 

 この市計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、国、岐阜県の防災方針、下呂市の情

勢を勘案して毎年検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに計画を修正しなければな

らない。 

６ 岐阜県地域防災計画との関係 

 この市計画は、岐阜県地域防災計画（以下「県計画」という。）を基準として作成し、共通す

る施策については、県計画を準用するものとする。 

７ 計画の周知 

 この市計画の内容は、住民、防災関係機関、市職員、並びにその他防災に関する重要な施設

の管理者に周知徹底させるとともに、特に必要と認める事項については、住民にも広く周知徹

底させるものとする。 

８ 計画の運用・習熟 

 市は防災関係機関と連携し、平素から訓練、研修、広報その他の方法により内容の習熟・習

得に努め、平常時の予防対策及び災害時の応急・復旧対策実施時に適切な運用ができるように

しておかなければならない。 

９ 用 語 

(１) この市計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれの定めるところによる。 

 ア 市本部とは、下呂市災害対策本部をいう。 

 イ 市支部とは、下呂市災害対策本部地域支部をいう。 

 ウ 現地本部とは、下呂市現地災害対策本部をいう。 

 エ 市本部長とは、下呂市災害対策本部長をいう。 

  オ 市支部長とは、下呂市災害対策本部地域支部長をいう。 

 カ 県本部とは、岐阜県災害対策本部をいう。 

 キ 県支部とは、岐阜県災害対策本部飛騨支部をいう。 

 ク 県本部長とは、岐阜県災害対策本部長をいう。 

 ケ 要配慮者とは、高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者をいう。 

 (２) 市計画における次の組織名称は、災害対策本部の設置の如何により、それぞれ次のように

読みかえるものとする。 
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災害対策本部設置時 災害対策本部不設置時（平常時） 

市本部 下呂市 

市本部長 下呂市長 

市支部 下呂市役所○○振興事務所 

市支部長 下呂市役所○○振興事務所長 

県本部長 岐阜県知事 

県支部 飛騨県事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔下呂防８〕 



□1  第１節 下呂市地域防災計画の目的及び構成 

5 

第２節 各機関の実施責任と処理すべき 

    事務又は業務の大綱 
 

 

 

 

 

第１ 実施責任 

１ 市 

  市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、市の地域並びに地域住民の

生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公

共機関及び他の地方公共団体等の協力を得て防災活動を実施する。 

２ 県 

  県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに住民の生命、身体及び

財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の

地方公共団体等の協力を得て防災活動を実施するとともに、市及び指定地方公共機関等が処理

する防災に関する事務又は業務を援助し、かつ活動の総合調整を行うものとする。 

３ 指定地方行政機関 

  指定地方行政機関は、市の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、

指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、自ら必要な防災活動を実施するとと

もに、市の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとるものとする。 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

  指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動

を実施するとともに、市の活動が円滑に行われるようその業務に協力するものとする。 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

  公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備を図るととも

に、災害時には災害応急措置を実施する。また、市その他の防災関係機関が実施する防災活動

に協力するものとする。 

６ 住 民 

  大規模災害発生の場合、関係機関の活動が遅延したり阻害されることが予想されるため、地

域住民は、「自らの生命は自ら守る」「みんなの地域はみんなで守る」という意識の下に、自

主防災組織等により積極的に防災活動を行うよう努めるものとする。 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 市 

事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

(１) 下呂市防災会議に関する事務 

(２) 防災に関する施設、組織の整備と訓練 

(３) 災害広報並びに避難の指示及び誘導 

(４) 災害による被害の調査報告と情報の収集等 

(５) 災害の防除と拡大防止 

(６) 救助、防疫等被災者の救助、保護  
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(７) 災害復旧資材の確保と物価の安定 

(８) 被災産業に対する融資等の対策 

(９) 被災市営施設の応急対策 

(10) 災害時における文教対策 

(11) 災害対策要員の動員、雇上 

(12) 災害時における交通、輸送の確保 

(13)  災害時における防災行政無線通信の確保と統制 

(14) 被災施設の復旧 

(15) 市内の関係団体が実施する災害対策等の調整 

(16) 防災活動推進のための公共用地の有効活用  

２ 県 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

岐 阜 県 (１) 岐阜県防災会議に関する事務 

(２) 防災に関する施設、組織の整備と訓練 

(３) 災害による被害の調査報告と情報の収集等 

(４) 災害の防除と拡大の防止 

(５) 救助、防疫等被災者の救助、保護 

(６) 災害復旧資材の確保と物価の安定 

(７) 被災産業に対する融資等の対策 

(８) 被災県営施設の応急対策 

(９) 災害時における文教対策 

(10) 災害対策要員の動員、雇上 

(11) 災害時における交通、輸送の確保 

(12) 災害時における防災行政無線通信の確保と統制 

(13) 被災施設の復旧 

(14) 市町村が処置する事務及び事業の指導、指示、あっせん等 

(15) 防災活動推進のための公共用地の有効活用 

下 呂 警 察 署 (１) 情報の収集及び伝達並びに関係機関への通報 

(２) 住民等に対する避難誘導並びに危険箇所の警戒 

(３) 被災者の救出、救助と行方不明者の捜索 

(４) 遺体の収容、検視及び遺族に対する接遇 

(５) 災害時における社会秩序の維持及び交通の確保 

(６) その他必要な活動 

３ 指定地方行政機関 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

中 部 森 林 管 理 局 

岐 阜 森 林 管 理 署 

（国土保全事業の推進） 

(１) 治山事業の充実 

(２) 保安林の整備とその適正な管理 

（災害予防対策） 

(１) 森林施業の防災措置 

(２) 山腹崩壊、土砂流出等災害発生危険箇所の点検と予防対策 

(３) 国有林野等からの林産物等の流出防止とその対策 

(４) 国有林野の火災防止対策 

（災害応急対策）   

〔下呂防８〕 
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(１) 災害応急又は災害復旧対策に必要な技術職員等の把握と派遣 

(２) 災害応急又は災害復旧資機材の貸付 

(３) 災害復旧用材（木材）の備蓄及び供給 

（災害復旧対策） 

 国有林野事業施設及び民有林直轄治山施設等に係る災害復旧 

気象庁     

（岐阜地方気象台） 

(１) 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行う。 

(２) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に

限る。）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説を行

う。 

(３) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

(４)  火山防災情報の発表・伝達 

(５) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行

う。 

(６) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 

中 部 地 方 整 備 局 

高山国道事務所 

下呂維持出張所 

（災害予防） 

(１) 所管施設の整備と防災管理 

(２) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

(３) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

(４) 防災関連施設の整備 

（初動対応） 

 大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、被災地方公共団体等が行う災害応急対策に対する技術的な支援を

円滑かつ迅速に実施するため緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派

遣 

（応急・復旧） 

(１) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

(２) 所管施設の緊急点検の実施 

（警戒宣言発令時） 

(１) 警戒宣言、地震予知情報等の迅速な伝達 

(２) 地震災害警戒体制の整備 

(３) 人員、資機材等の配備や手配 

(４) 緊急輸送道路確保のための交通規制に対する協力 

(５) 道路利用者に対する情報の提供 

中部地方環境事務所 (１) 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

(２)  災害時における廃棄物に関すること 

４ 自衛隊 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

陸上自衛隊第10師団

第35普通科連隊(守山) 

航空自衛隊岐阜基地 

航空自衛隊小牧基地 

(１) 防災に関する調査推進 

(２) 関係機関との連絡調整 

(３) 災害派遣計画の作成 

(４) 防災に関する訓練の実施 

(５) 災害情報の収集 

(６) 災害派遣と応急対策の実施 
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５ 指定公共機関 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日本郵便株式会社 (１) 災害時における郵便業務の確保 

 ・郵便の運送、集配の確保 

(２) 災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の実情に応じ、郵便業務

に係る災害特別事務取扱い及び援護対策の実施 

 ・被災者に対する郵便はがき等の無償交付 

 ・被災者救助団体に対するお年玉はがき寄付金の配分 

 ・被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社等にあてた救助

用の現金書留郵便等の料金免除 

(３) 郵便局の窓口業務の維持 

東 海 旅 客 鉄 道 

株 式 会 社 

(１) 鉄道施設の整備 

(２) 電気通信施設及び電力施設の整備 

(３) 列車の運転規制に係る措置 

(４) う回輸送等輸送に係る措置 

(５) 列車の運行状況等の広報 

(６) 鉄道施設等の応急復旧 

(７) 鉄道施設等の災害復旧 

西日本電信電話株式

会社 

株式会社ＮＴＴドコ

モ 

エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーション

ズ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

ソフトバンクグルー

プ株式会社 

ソフトバンク株式会

社 

楽天モバイル株式会

社 

(１) 電気通信施設の整備と防災管理 

(２) 災害時における緊急通話の取扱い 

(３) 被災施設の調査と復旧 

日 本 赤 十 字 社 

（岐阜県支部） 

(１) 医療、助産、保護の実施 

(２) 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

(３) 義援金の募集配分 

日 本 放 送 協 会 

（岐阜放送局） 

(１) 住民に対する防災知識の普及と警報等の周知徹底 

(２) 住民に対する災害応急対策等の周知徹底 

(３) 放送施設の保守 

中部電力パワーグリ

ッド株式会社 

（高山支社） 

(１) ダム施設等の整備と防災管理 

(２) 災害時の電力供給 

(３) 被災施設の調査と災害復旧 
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６ 指定地方公共機関 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

一般社団法人岐阜県 

ト ラ ッ ク 協 会 

(飛騨支部) 

(１) 安全輸送の確保 

(２) 災害対策人員、輸送の確保 

(３) 被災地の交通の確保 

一般社団法人岐阜県 

ＬＰガス協会及び 

一般ガス導管事業者 

（益田支部） 

(１) ガス施設等の整備と防火管理 

(２) 災害時のガス供給 

(３) 被災施設の調査と災害復旧 

岐 阜 県 社 会 福 祉 

協 議 会      

(１) 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資 

(２) ボランティア活動の推進 

岐阜放送その他民間

放送各社、岐阜新

聞・中日新聞・読売

新聞その他新聞社及

び通信社 

(１) 住民に対する防災知識の普及と警報等の周知徹底 

(２) 住民に対する災害応急対策等の周知徹底 

(３) 社会事業団等による義援金の募集、配分 

岐 阜 県 医 師 会 

岐 阜 県 病 院 協 会 

岐阜県歯科医師会 

岐 阜 県 薬 剤 師 会 

(１) 医療及び助産活動の協力 

(２) 防疫その他保健衛生活動の協力 

(３) 医薬品の調剤、適正使用及び医薬品の管理 

公 益 社 団 法 人 

岐 阜 県 看 護 協 会 

（下呂支部） 

 看護師派遣の協力 

７ 医師会等  

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

下 呂 市 医 師 会 

下 呂 歯 科 医 師 会 

下 呂 市 薬 剤 師 会 

(１) 医療及び助産活動の協力 

(２) 防疫その他保健衛生活動の協力 

(３) 医薬品の調剤、適正使用及び医薬品の管理 

下 呂 市 社 会 福 祉 

協 議 会      

(１) 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資 

(２) ボランティア活動の推進 

(３) 義援金品の配分 

８ その他の公共団体及び防災上重要な施設の管理者 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

農 業 協 同 組 合 

森 林 組 合 等 

(１) 市本部が行う農林関係の被害調査等応急対策への協力 

(２) 農産物、林産物等の災害応急対策についての指導 

(３) 被災農林家に対する融資又はあっせん 

(４) 農林業共同利用施設の被害応急対策及び復旧 

(５) 飼料、肥料等の確保又はあっせん 

病 院 等 管 理 者 (１) 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

(２) 災害時における病人等の収容及び保護 

(３) 災害時における被災負傷者の治療及び助産 
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社会福祉施設管理者 (１) 避難施設の整備と避難等の訓練 

(２) 被災時の入所者及び要介護者等の入所保護 

商 工 会 (１) 市本部が行う商工業関係の被害調査、融資希望者のとりまとめ、

あっせん等についての協力 

(２) 災害時における物価安定についての協力 

(３) 救助用物資、復旧用資材の確保についての協力、あっせん 

金 融 機 関 (１) 被災事業者等に対する資金の融資その他緊急措置 

危険物、高圧ガス等

取 扱 機 関 

(１) 危険物、高圧ガス等の防災管理 

(２) 災害時におけるガソリン、ＬＰガス等の供給確保 

自 治 会 

自 主 防 災 組 織 

(１) 自主防災組織の整備 

(２) 防災資機材の整備 

(３) 防災思想・防災知識の普及 

(４) 各種防災訓練への参加 

(５) 地震予知情報等の伝達 

(６) 初期消火活動 

(７) 負傷者等の救出救護活動 

(８) 避難誘導活動 

(９) 給食給水活動 

(10) その他の相互扶助 

  「防災関係機関一覧表」（資料１－１/1001頁） 

 

第３ 住民等の基本的責務 

１ 住民の責務 

  「自らの生命は自ら守る」が、防災の基本的な考え方であり、住民はその自覚をもち、平常

時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自らの身の安全を守るよう行動しな

ければならない。特に、いつどこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減する減

災のための備えをより一層充実する必要があり、その実践を促進する国民運動を展開しなけれ

ばならない。 

  また、災害時には、初期消火を行う、近隣の負傷者、要配慮者を助ける、避難場所で自ら活

動する、あるいは、国、公共機関、県、市等が行っている防災活動に協力するなど、防災への

寄与に努めなければならない。 

２ 事業者の責務 

  事業者は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地

域貢献・地域との共生）を十分認識し、各事業所において災害時に重要業務を継続するための

事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練、事業所

の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活動

の推進に努めるものとする。 

  

 

10（～30） 
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第３節 下呂市の地勢と災害要因、災害 

    記録 
 

 

 

 

 

 本節では、市の位置、地形・地質・気候等の自然的特性及び人口・産業・交通等の社会的条

件、豪雨（豪雪）・台風、震災等の災害履歴及び災害特性を示す。 

 

１ 市の位置 

  岐阜県の中東部に位置し、北は高山市、南は関市、加茂郡（白川町、七宗町）、西は郡上

市、東は中津川市と長野県に接している。 

 

下呂市の位置 

 

２ 自然的要因 

 (１) 地 勢 

   本市のほぼ中央には、飛騨川が南へ流れ、西には馬瀬川があり、御嶽山をはじめ河川の両

側には山並みが迫り、飛騨木曽川国定公園や県立自然公園なども位置する自然豊かな地域で

ある。 
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   面積は、851.21km2で、山林が全体の約９割を占め、河川に沿った平坦地とゆるやかな斜

面を利用して、農業地、商業地、住宅地などが混在している。地目別では森林（91.1％）、

農用地（1.5％）、宅地（1.0％）、道路（1.6％）、その他（4.8％）となっている。 

 (２) 地形条件 

   本市は、飛騨山脈、木曽山脈に挟まれ、山々を縫うように流れる飛騨川とその支流、その

流れに沿うように集落が点在する、中山間地である。 

小坂地域  当地域は下呂市の北部に位置し、東は御嶽山（3,067m）を境に長野県に隣接

し、全地域の面積の約97％が山林で占められている。 

 河川は落合地区で、小黒川、小坂川、大洞川が合流して小坂川となり、河川

沿いに細長く伸びた集落のほぼ中央を流れ、小坂町地区で飛騨川と合流してい

る。これらの河川を挟んで大小11の集落が点在しており、小坂町地区と大島地

区が町の中心地として市街地を形成している。 

 御嶽山の火山災害、猪之鼻断層帯による地震、土砂災害、河川の氾濫などの

対策が主に必要である。 

萩原地域  当地域は、東に御前山（1,646ｍ）、西に仏ヶ尾山（1,139ｍ）などの山々に

囲まれ、面積の89％を山林で占められているが比較的平たん地が多い。当地域

の中央を流れる飛騨川と山之口川沿いに集落が形成されている。河岸段丘の地

形をなす場所もあり農業が盛んに行われている。国道41号線とＪＲ高山線が飛

騨川に沿って走っており、国道257号線が馬瀬地域に通じている。中心市街地

の周辺には広い農地が広がり、市街地の西側を阿寺断層帯の北部（萩原断層）

が山之口まで伸びている。 

 阿寺断層帯（特に北部）による地震、土砂災害、河川の氾濫などの対策が主

に必要である。 

下呂地域  当地域は、周囲を御嶽山系に属する下呂御前山（1,411ｍ）、白草山（1,641

ｍ）などの山々に囲まれている。中央を飛騨川が流れ、その支流の竹原川、門

和佐川、輪川がそれぞれの地域を潤して飛騨川に合流している。 

 北部の山間には飛騨川を挟んで多くの旅館が立ち並ぶ年間宿泊客が百万人を

超える下呂温泉があり、その周囲を中心市街地が形成している。温泉街及び市

街地には飛騨川に注ぐ谷が多い。温泉街を有する下呂地区から離れた山間に

は、平地の多い竹原地区、山間である上原地区、中原地区があり、それぞれ竹

原川、輪川、門和佐川が流れ、多くの谷がそれぞれの川に注いでいる。その川

沿いに集落や農耕地が細長く形成している。下呂市街地から南東方向に中津川

市まで阿寺断層帯（南部）が伸びている。 

 阿寺断層帯による地震、土砂災害、河川の氾濫などの対策が主に必要であ

る。 

金山地域  当地域は下呂市の南部に位置し、土地の形状は南北に細長く、周囲には標高

800ｍから1,000ｍの山岳が連なっている。金山地域の中央部を南下する馬瀬川

及びその支流和良川に沿って東地区があり、流域の河岸台地に平地を形成して

いる。金山地域の南部を流れる飛騨川に沿って下原地区、その下流に沿って田

島地区がある。いずれも河岸が平地となっている。 

 金山地域の西南部、飛騨川支流菅田川の流域に、菅田地区があり、地区全体

は盆地状を形成し、地域の北部に比べ、山岳の形状も丘陵地帯が多い。 

 土砂災害、河川の氾濫などの対策が主に必要である。 
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馬瀬地域  当地域は位山山系に源を発する馬瀬川が南北に流れ、東西を標高1,000ｍ級

の山々に囲まれている急峻な地形である。地域の多くを森林が占め、馬瀬川沿

いのわずかな平地に大小10箇所の集落が点在している。 

 当地域の河川沿いに県道431号線と国道257号線が伸びている。 

 阿寺断層帯による地震、土砂災害、河川の氾濫などの対策が主に必要であ

る。 

 (３) 気 候 

   気候は、山間内陸性気候で、気温の日格差や年格差が大きく、年間降水量が比較的多いの

が特徴である。 

区 分 
平 均 気 温 

（℃） 

最 高 気 温 

（℃） 

最 低 気 温 

（℃） 

降 水 量 

（㎜） 

日 照 時 間 

（時間） 

１ 月 0.3 

 

 

5.3 －3.8 80.2 150.2 

 

.2103.4 
２ 月 1.1 7.0 －3.6 95.9 161.3 

３ 月 4.8 11.5 －0.6 166.0 186.9 

 

15 
４ 月 10.5 

 

10.4 

17.7 4.2 186.5 197.5 

５ 月 15.9 22.9 9.8 199.3 196.6 

６ 月 19.9 25.9 15.2 274.5 146.0 

７ 月 23.6 29.4 19.6 399.8 155.5 

８ 月 24.5 31.0 20.3 321.2 185.4 

９ 月 20.7 26.8 16.4 302.0 160.3 

10 月 14.5 20.8 9.8 183.6 167.3 

11 月 8.0 14.2 3.3 131.3 158.2 

12 月 2.6 7.9 －1.5 100.0 

 

147.3 

年 12.2 18.4 7.4 2,440.3 2025.4 

  （観 測 所：宮地地域気象観測所） 

  （統計期間：1991年～2020年） 

３ 社会的要因 

 (１) 人 口 

   市の人口は国勢調査によると、平成12年が40,102人、合併後の平成17年が38,495人であ

り、平成22年は36,318人、平成27年は33,585人、令和２年は30,428人と、年々減少傾向にあ

る。 

   年齢３区分別人口でみると、令和２年で、年少人口10.7％、生産年齢人口48.6％、高齢人

口40.7％と、年々高齢化と少子化が進んでおり、防災力の面からも重要な課題となってい

る。 

 (２) 産 業 

   就業人口では、第３次産業の割合が増加し、第１次・第２次産業人口は、減少傾向にあ

る。令和２年でみると、第３次産業が全就業者の65.7％を占めている。 

   農業における粗生産額をみると近年減少傾向にある。工業における製造品出荷額及び小売
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業では商品販売額については横ばいからやや減少傾向にある。また、観光客数については、

令和元年度では約260万人となっており、全体に減少傾向にあるが、市を訪れる土地に不案

内な観光客に対する防災対策の確立が求められている。 

 (３) 交 通 

   市のほぼ中央を流れる飛騨川に沿って国道41号やＪＲ高山本線が通り、横断する形で国道

256号、257号が通じている。国道をはじめ、県道・市道などは、地域に密着した生活道路と

して、また災害発生時には、避難路及び緊急輸送路として重要な役割をもつため、必要に応

じた整備が求められている。 

４ 過去の主な災害 

  市における災害履歴は、資料13－１（1297頁）に掲げるとおりである。 
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第４節 被害想定   
 

 

 

 県では、平成23年度・24年度及び平成29年度・30年度において、県内に影響を及ぼす最大級の

地震について、独自に被害想定調査を実施した。この調査による被害想定結果は、市における今

後の地震防災対策の基礎資料として、また住民一人ひとりの防災意識の高揚と防災対策の推進に

当たって有用な資料となるものである。 

 本節では、この調査結果のうち、市域に関する被害想定の概略等を示すものとする。 

 

１ 想定地震 

種 類 震源モデル 備   考 

海溝型地震 Ａ 
南海トラフ巨大地震 

Ｍ9.0 

・内閣府と同じ震源モデル（震源：紀伊半島

沖） 

内陸型地震 

Ｂ 
養老－桑名－四日市断層帯 

Ｍ7.7 

・養老町から三重県四日市市に及ぶ断層（約

57km） 

Ｃ 
阿寺
あ て ら

断層系 

Ｍ7.9 

・下呂市から中津川市に及ぶ断層（約70km） 

Ｄ 
跡津川断層 

Ｍ7.8 

・飛騨市から富山県大山町に及ぶ断層（約

60km） 

Ｅ 
高山・大原

おっぱら

断層帯 

Ｍ7.6 

・高山市から郡上市に及ぶ断層（約48km） 

F 
揖斐川-武儀川（濃尾）断

層帯        Ｍ7.7 
・揖斐川から関市に及ぶ断層帯（約52㎞） 

G 
長良川上流断層帯 

Ｍ7.3 

・郡上市白鳥町から同市八幡町に及ぶ断層帯

（約29㎞） 

H 
屏風山・恵那山及び猿投山

断層帯       Ｍ7.7 
・中津川市から愛知県豊田市に及ぶ断層帯

（56㎞） 

 ※ 活断層は、文部科学省地震調査研究推進本部が主要活断層としているものから、岐阜県に

より大きい影響を及ぼすものとして７つを選定した。 
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２ 前提条件 

共 
 
 

通 

地盤データメッシュ 

 250ｍメッシュで、県内のボーリングデータ等から

整理された48の地盤モデルで分類。 

 

 

地震発生時間 

（３パターン） 

冬早朝 

（５時） 

 多くの人が自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊

による死者が発生する可能性が高い。 

 

 

冬夕方 

（18時） 

 住宅などで火気使用が最も多い時間帯で、出火件数

が最も多くなる。オフィスや繁華街周辺及び駅に通

勤・通学等による滞留者が多数存在。 

夏昼 

（12時） 

 オフィスや繁華街などに多数の滞留者があり、自宅

以外で被災する場合が多い。 

亜炭鉱の取り扱い 
 空洞深度が５～15ｍ程度にある場合は、地表面の揺

れが大きくなることを考慮した。 
 

南海トラフ巨大地震 Ａ 
 内閣府が提示している最大の震源域で、紀伊半島沖

を震源とし、強震動生成域が基本ケースの場合。 

養老－桑名－四日市断層帯地震 

          Ｂ 

 四日市断層と養老・桑名断層及び宮代断層が連動す

る最悪の場合を想定した。 

その他の内陸型地震 Ｃ～H 
 前回調査と同じ断層について、細分化したメッシュ

で、最新の地盤データにより改めて想定した。 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

➜破壊の伝播方向 

海溝型地震（南海トラフ巨大地震）の断層の位置図 

 

35 

 

 

 

 

〔下呂防９〕 

 

〔下呂防９〕 



□1  第４節 被害想定 

37 
 

 

 

 

３ 被害想定結果（下呂市） 

(１) 震度分布及び液状化分布(H23.H24調査) 

想定 

地震 
震度分布図 液状化分布図 

Ａ 

南海ト

ラフ巨

大地震 
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想定 

地震 
震度分布図 液状化分布図 

Ｂ 

養老－

桑名－

四日市

断層帯

地震 

  

Ｃ 

阿寺断

層系地

震 

  

Ｄ 

跡津川

断層地

震 

  

Ｅ 

高山・

大原断

層帯地

震 

  

 

(２) 震度分布及び液状化分布(H29.H30調査) 
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C２ 

阿寺断

層帯 

 
 

E２ 

高山・

大原断

層帯 

 

 
 

F 

揖斐川

- 武儀

川（濃

尾）断

層帯 
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G-1 

長良川

上流断

層帯 

 

 
 

G-2 

長良川

上流断

層帯 

 

 

 

H 

屏 風

山・恵

那山及

び猿投

山断層

帯 
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 (２) 被害想定結果 

 
Ａ 

南海トラフ巨大地震 

Ｂ 

養老－桑名－ 

四日市断層帯地震 

Ｃ 

阿寺断層系地震    

（南側震源） 

Ｃ２ 

阿寺断層系地震    

（北側震源） 

Ｄ 

跡津川断層地震 

５時 12時 18時 ５時 12時 18時 ５時 12時 18時 ５時 12時 18時 ５時 12時 18時 

最 大 震 度 ６弱 ６弱 ７ ７ ６弱 

液状化危険度（ＰＬ＞

15の市域面積比率） 
４％ ０％ ６％ １４％ ０％ 

建物被害 

（棟） 

全 壊 406 ４ 8,056 7,756 283 

半 壊 1,591 144 6,809 6,396 2,232 

火災による焼失（棟） 0 0 1 0 0 0 35 42 96 43 51 121 0 0 1 

人的被害 

（人） 

死 者 4 1 2 0 0 0 502 191 293 437 170 258 18 7 10 

負 傷 者 212 130 125 26 21 18 2,626 2,908 2,174 2261 2686 1964 472 294 282 

重 症 者 6 8 6 0 0 0 821 638 550 714 607 504 30 26 21 

要救助者 8 5 6 0 0 0 1,118 538 717 965 477 626 40 20 26 

避難者    （人） 1,460 93 13,873 11,939 1,702 

帰宅困難者  （人） 165 － － － － 
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 E 

高山・大原断層帯地震 

（北側震源） 

E２ 

高山・大原断層帯地震 

（南側震源） 

F 

揖斐川-武儀川（濃尾）  

断層帯地震 

G1 

長良川上流断層地震  

（北側震源） 

G２ 

長良川上流断層帯地震 

（南側震源） 

５時 12時 18時 ５時 12時 18時 ５時 12時 18時 ５時 12時 18時 ５時 12時 18時 

最 大 震 度 ７ ７ ６弱 ６強 ６弱 

液状化危険度（ＰＬ＞

15の市域面積比率） 
１％ ４％ ０％ ５％ ０％ 

建物被害 

（棟） 

全 壊 2,005 1,549 40 1,204 128 

半 壊 4,281 3,234 727 4,153 1,539 

火災による焼失（棟） 4 5 19 3 4 16 0 0 0 1 1 8 0 0 0 

人的被害 

（人） 

死 者 128 48 74 89 35 53 2 1 1 66 25 39 7 3 11 

負 傷 者 1,158 917 786 796 621 536 128 80 77 873 594 544 285 178 170 

重 症 者 208 141 130 144 96 123 3 3 3 106 73 67 12 13 10 

要救助者 283 131 178 197 90 123 5 2 3 144 67 91 17 9 11 

避難者    （人） 5,028 3,476 449 3,596 989 

帰宅困難者  （人） － － － － － 
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 H 

屏風山・恵那山及び猿投山

断層帯地震 
    

５時 12時 18時 ５時 12時 18時 ５時 12時 18時 ５時 12時 18時 ５時 12時 18時 

最 大 震 度 ６弱     

液状化危険度（ＰＬ＞

15の市域面積比率） 
０％     

建物被害 

（棟） 

全 壊 26     

半 壊 708     

火災による焼失（棟） 0 0 0             

人的被害 

（人） 

死 者 1 1 1             

負 傷 者 125 79 75             

重 症 者 2 3 2             

要救助者 3 2 2             

避難者    （人） 420     

帰宅困難者  （人） －    － 
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阿寺断層帯の位置と主な調査地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 災害に備える対策 

 地震被害想定調査で用いた被害の予測は、過去の地震被害の事例を基にして算出したもので

あるが、各種の地震被害に大きな影響を与える要素は、第一に地盤の揺れや液状化であり、第

二にそれによって引き起こされる建物倒壊被害や火災による被害である。 

 地震によって生ずる被害をより少なくするには、地盤の揺れによる影響を小さくしたり、建

物倒壊数や火災による被害を減らすことが重要である。 

 その対策として、軟弱地盤の液状化対策（地盤の液状化抵抗を増大させる対策や基礎構造物

を強化する対策等）により地盤の強度を高め、また建物の耐震診断を実施して必要に応じて補

強工事を行う等、その耐震化を図ること及び自らの命を守るために家具、器具等の転倒や落下

の防止策などを施しておく必要がある。 

 また、火災に対しては、消防力の強化を図るとともに、延焼遮断帯の形成など地域の不燃化

に努める必要がある。さらに、重要なのはいかに早く初期消火を行うかであり、日ごろから、

消火用具の準備や自主防災組織の強化など地域ぐるみの防災体制の確立が必要である。 

 市は、防災関係機関等と連携し、地震被害想定調査結果から地震時の災害をイメージし、具

体的な対策を講じておく必要がある。 
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第５節 市災害対策本部の組織  

 

 

 

 

 災害の予防、応急対策及び復旧等防災活動に即応する体制を確立するため、国、県、市及びそ

の他公共機関相互の有機的連携を図るとともに、住民の協力により、総合的かつ一体的な防災体

制を確立する。 

 

１ 下呂市防災会議 

 災害対策基本法第16条の規定により、下呂市の地域に係る地域防災計画の作成及びその実施

の推進のため、下呂市防災会議を置く。（｢下呂市防災会議条例」資料１－２/1005頁） 

２ 下呂市災害対策本部 

 災害対策基本法第23条の２に基づく下呂市災害対策本部の組織は、下呂市災害対策本部条例

（平成16年条例第143号）並びに次に定めるところによるものとする。 

(１) 系 統 

 市本部の組織系統は、おおむね次のとおりとする。 

市災害対策本部   名  称 位    置 所 管 区 域 

下 呂 庁 舎 内 

 

地 

域 

支 

部 

萩原地域支部 萩原振興事務所内 萩原地域 

  
小坂地域支部 小坂振興事務所内 小坂地域 

下呂地域支部 下呂振興事務所内 下呂地域 

現地災害対策本部 金山地域支部 金山振興事務所内 金山地域 

 馬瀬地域支部 馬瀬振興事務所内 馬瀬地域 
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現地災害対策本部

地　域　支　部

各振興事務所（地域支部）

地域振興班

46

議会部 議会・監査班

・災害対策本部（支部）の設備準備
・災害情報集約等、初動対応をおこなう。

消防団部

緊急初動特別班 →　下呂庁舎から、徒歩又は自転車で20分以内のもの
    で、あらかじめ指名する者。

各方面隊班

災害対策本部への外部防災関係機関の参画

農林部

建設部

観光商工部

本部各部・班

危機管理班、総務班、秘書広報班、税務班

企画班、財務班、まちづくり推進班、デジタル班

高齢福祉班、社会福祉班、こども家庭班

市民サービス班、健康医療班、金山病院班、小坂診療所班

農務班、林務班

建設班

観光班、商工班、観光施設班

総務部
まちづくり推進部

福祉部

市民保健部

1⃣　第５節　市災害対策本部の組織

危機管理担当課長（本部連絡室長）
危機管理課担当職員

→ 本部員と各班との調整、本部員会議の庶務

副本部長
副市長

教育長

市　長

　　　 市本部、現地対策本部及び市地域支部の編成状況は、次のとおりである。

本
　
　
部

総務部長（総括本部員）

まちづくり推進部長

地域振興部長

本
　
部
　
員

本　部　連　絡　室

上下水道部長

会計管理者

消防協会長

福祉部長

市民保健部長

農林部長

建設部長

観光商工部長

環境部長

（2）  編成

本部長

消防長

教育委員会事務局長

議会・監査委員事務局長

上下水道部 上水道班、下水道班

環境対策班、環境施設班

消防総務班、予防班、通信指令班、各消防署・分署

教育総務班、学校教育班

環境部

消防部

教育部
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(３) 任務分担 

 各組織の任務分担等は、次によるものとする。 

ア 災害対策本部長 

 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策

本部員（以下「本部員」という。）及びその他の職員を指揮監督する。 

イ 災害対策本部副本部長 

 災害対策本部副本部長（副市長・教育長、以下「副本部長」という。）は、本部長に事

故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。 

ウ 本部の各部、各班 

(ア) 市本部に部及び班を設け、部に部長・副部長を、班に班長・副班長を置く。 

(イ) 部長は、本部長の命を受け、部に属する応急対策を処理し、所属の職員を指揮監督す

る。 

(ウ) 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代行する。部長及び副

部長ともに事故があるときは、その属する部の班長のうち、あらかじめ部長が指名する

者が、その職務を代行する。 

(エ) 班長は、当該班の所属事項について、部長、副部長を補佐するとともに上司の命を受

けて応急対策の処理に当たる。 

(オ) 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代行する。 

(カ) 班長の属する課等の職員は、班員となり上司の命を受けて応急対策に当たる。 

(キ) 本部の各部及び各班の組織・任務分担は、別表のとおりとする。 

  エ 総括本部員 

    対策本部に、災害対策本部総括本部員（以下「総括本部員」という。）を置く。総括本

部員は、総務部長の職にある者をもってこれに充てる。 

  オ 本部連絡室 

   (ア) 対策本部に、本部連絡室を置く。 

   (イ) 本部連絡室においては、本部員会議の庶務その他災害対策についての各部、各班の連

絡等に関する事務を処理する。 

   (ウ) 本部連絡室に室長及び連絡員を置く。 

   (エ) 室長に総務部危機管理担当課長を、連絡員に危機管理担当課職員をもってこれに充て

る。 

  カ 緊急初動特別班 

    岐阜地方気象台が震度５強以上の地震の発生を発表したときは、各庁舎から徒歩又は自

転車で20分以内の者で、あらかじめ指名する者が災害対策本部(支部)の設備準備、災害情

報集約等、初動対応を行う。 

  キ 地域支部  

   (ア) 地域支部に、地域支部長及び地域支部員を置く。 

   (イ) 地域支部長に振興事務所長を、班長に振興事務所の副所長をもってこれに充てる。  

〔下呂防11〕 
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   (ウ) 地域支部長に事故があるとき又は地域支部長が欠けたときは、地域支部長があらかじ

め指名した者が、その職務を代理する。 

   (エ) 地域支部には、班を設け、班長を置く。 

   (オ) 班長は、当該の所掌する応急対策の処理に当たるものとする。 

   (カ) 班長の属する課等の職員は、班員となり上司の命を受けて応急対策の処理に当たるも

のとする。 

   (キ) 地域支部の班別の分担任務は、別表のとおりとする。 

   (ク) (ア)～(キ)に規定するほか、地域支部の組織については、地域支部長が別に定める。 

ク 本部・支部員会議 

(ア) 本部員会議は、本部長、副本部長及び各部長、消防団長をもって組織する。 

(イ) 支部員会議は、支部長及び班長、方面隊長をもって組織する。 

(ウ) 災害対策本部・支部に係る災害応急対策の基本的な事項を協議するとともに、災害対

策の総合的な調整とその実施の推進に当たるものとする。 

  ケ 現地災害対策本部 

    現地災害対策本部は、本部長が災害の規模、程度等により必要があると認めるときに設

置される。 

   (ア) 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策本部員及びその他の職員を置

き、副本部長、本部員及びその他の職員のうちから本部長が指名する者をもってこれに

充てる。 

   (イ) 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

別表 下呂市災害対策本部各部・各班の任務分担 

 市本部【本所】                 市支部【振興事務所】 

部 名 

(部  長) 

班 名 

(班  長) 
分  担  任  務 

班 名 

(班  長) 
分  担  任  務 

総 務 部 

(総務部長) 

危機管理班 

(危機管理

課長) 

・災害対策全般に関すること。 

・気象情報等の伝達に関すること。 

・災害情報の報告に関すること。 

・避難の指示等に関すること。 

・自衛隊の災害派遣要請に関する

こと。 

・災害時の輸送計画に関すること。 

・災害復旧計画に関すること。 

・電気、通信その他施設の災害対

策のための使用に関すること。 

・り災証明書等の発行に関するこ

と。 

・災害救助法適用要請に関するこ

と。 

・各種団体への協力要請及び連絡

調整に関すること。 

地域振興班 

( 副所長 ) 

・振興事務所管内における災害

全般に関すること。 

・各班、市本部及び関係機関等

との連絡調整に関すること。 

・災害情報の報告に関すること。 

・避難の指示等に関すること。 

・振興事務所職員の動員及び配

備に関すること。 

・防災行政無線の管理及び運用

に関すること。 

・災害復旧計画に関すること。 

・庁舎等の安全及び電源等確保

に関すること。 

・市有財産の被害調査及び災害

対策に関すること。 

・市有車両の災害対策のための

確保及び使用に関すること。 
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 総 務 班 

(総務課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害関係文書の受理及び発送に

関すること。 

・各振興事務所等との人員調整に

関すること。 

・本部職員の動員及び配備に関す

ること。 

・災害時の労働力確保に関すること。 

・他の部及び班に属さない事項に

関すること。 

 

地域振興班 

（副所長） 

・来庁者の避難誘導等に関する

こと。 

・庁内流入避難者への対応に関

すること。 

・災害時の住民基本台帳等調製

及び確認に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秘書広報班 

（秘書広報

課長） 

 

 

 

 

・報道機関の対応に関すること。 

・災害関係の広報及び掲示掲載に

関すること。 

・防災行政無線の管理及び運用に

関すること。 

 

税 務 班 

(税務課長) 

 

 

・り災証明書等の発行に関するこ

と。 

・り災者に対する市税の減免及び

徴収猶予に関すること。 

・市民サービス班の実施事項の応

援に関すること。 

まちづくり

推進部 

（まちづく

り 推 進 部

長） 

企 画 班 

(企画課長) 

 

・各部、県本部及び関係機関等と

の連絡調整に関すること。 

・応急対策特命に関すること。 

・災害情報の収集に関すること。 

・安否情報収集のための体制整備

及び照会に対する回答に関する

こと。 

・安否情報の収集に協力を求める

関係機関の把握に関すること。 

・他班の実施事項の応援に関する

こと。 

 

地域振興班 

（副所長） 

・災害情報の収集に関すること。 

・被害情報のとりまとめに関す

ること。 

・災害活動に協力する自治会等

の連絡に関すること。 

・災害時における観光客等への

情報提供及び避難誘導等に関

すること。 

・災害対策用物資の確保等に関

すること。 

・スポーツ施設の災害対策に関

すること。 

・災害活動に協力する女性、青

年団体等との連絡調整に関す

ること。 

・市営住宅の災害対策に関する

こと 

 まちづくり

推進班 

（まちづく

り推進課長） 

・災害情報の収集に関すること。 

・被害情報のとりまとめに関する

こと。 

・スポーツ施設の災害対策に関す

ること。 

・避難所開設の協力に関すること。 

・市営住宅の災害対策に関するこ

と。 

・公共バスの災害対策に関するこ

と。 
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 財 務 班 

(財務課長) 

・災害の予算及び財政の運営に関

すること。 

・庁舎等の安全及び電源等確保に

関すること。 

・市有財産の被害調査及び災害対

策に関すること。 

・市有車両の災害対策のための確

保及び使用に関すること。 

・他班の実施事項の応援に関する

こと。 

  

デジタル班

（デジタル

課長） 

・通信、放送施設の災害対策に関

すること。 

・災害情報の収集に関すること。 

・被害情報のとりまとめに関する

こと。 

・安否情報システムの整備に関す

ること。 

・危機管理班の実施事項の応援に

関すること。 

地域振興部

（地域振興

部長） 

地域振興班

（地域振興

課長） 

・各振興事務所の連絡調整に関す

ること。 

・災害情報の収集に関すること。 

・危機管理班の実施事項の応援に

関すること。 

・社会教育関係施設の災害対策に

関すること。 

・災害活動に協力する自治会等の

連絡調整に関すること。 

・他の部及び班に属さない事項に

関すること。 

地域振興班 

（副所長） 

・災害情報の収集に関すること。 

・被害情報のとりまとめに関す

ること。 

・社会教育関係施設の災害対策

に関すること。 

・災害活動に協力する自治会等

の連絡調整に関すること。 

市民保健部 

（市民保健

部長） 

市民サービ

ス班 

(市民サー

ビス課長) 

・来庁者の避難誘導等に関するこ

と（開庁時）。 

・庁内流入避難者への対応に関す

ること（開庁時）。 

・避難所開設及び管理の協力に関

すること。 

・災害時の住民基本台帳等調製及

び確認に関すること。 

・社会福祉班、高齢福祉班の実施

事項の応援に関すること。 

地域振興班 

（副所長） 

・来庁者の避難誘導等に関する

こと。 

・庁内流入避難者への対応に関

すること。 

・災害時の住民基本台帳等調製

及び確認に関すること。 

・社会福祉班、高齢福祉班の実

施事項の応援に関すること。 

健康医療班 

(健康医療

課長) 

・災害時における食品衛生に関す

ること。 

・災害時における感染症予防及び

防疫に関すること。 

・社会福祉班、高齢福祉班の実施

事項の応援に関すること。 

・災害時の医療及び助産に関する

こと。 

・災害対策用医薬品等の調達に関

すること。 

・病院、診療所の災害対策の連絡

調整に関すること。 
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金山病院班

（事務局長） 

・災害時の医療に関すること。 

・災害時における施設の安全対策

に関すること。 

・入院患者等の避難誘導に関する

こと。 

小坂診療所

班 

(管理課長) 

・災害時の医療に関すること。 

・災害時における施設の安全対策

に関すること。 

・入院患者等の避難誘導に関する

こと。 

   

観光商工部 

（観光商工

部長） 

 

観 光 班 

(観光課長) 

・観光業者の災害対策に関すること。 

・災害時における観光客等への情

報提供及び避難誘導等に関する

こと。 

・観光施設の災害対策に関すること。 

 

  

商 工 班 

(商工課長) 

・災害対策用物資の確保等に関す

ること。 

・商工業者の災害対策に関すること。 

・商工施設の災害対策に関すること。 

・り災商工業者の融資に関すること。 

観光施設班 

(観光施設

長) 

・災害時における観光客等への情

報提供及び避難誘導等に関する

こと。 

・観光施設の災害対策に関すること。 

福 祉 部 

(福祉部長) 

社会福祉班 

(社会福祉

課長) 

・災害救助法に基づく救助活動全

般に関すること。 

・県との連絡調整に関すること。 

・要配慮者に対する支援に関する

こと。 

・ボランティアの受付及び登録に

関すること。（社会福祉協議会と

協働） 

・災害救助物資及び義援金品の募

集、配分に関すること。 

・り災世帯に対する世帯更正資金

等の融資に関すること。 

・災害援護資金等の貸与等に関す

ること。 

・り災者に対する生活保護に関す

ること。 

 

地域振興班 

（副所長） 

・災害救助法に基づく救助活動

全般に関すること。 

・社会福祉関係施設の災害対策

に関すること。 

・避難所の開設及び管理に関す

ること。 

・災害救助物資及び義援金品の

配分に関すること。 

・要配慮者に対する支援に関す

ること。 

 

高齢福祉班 

（高齢福祉

課長） 

・介護保険施設等の災害対策に関

すること。 

・り災者に対する介護保険料の減

免及び徴収猶予に関すること。 

・避難所の開設及び管理に関する

こと。 

・遺体の処理及び火葬に関すること。 

・り災高齢者の保護・処遇・生活

支援に関すること。 
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 ・福祉避難所に関すること。 

・他班の実施事項の応援に関する

こと。 

 こども家庭

班（こども

家庭課長） 

・保育園施設等の災害対策に関す

ること。 

・保育園児の避難等安全確保に関

すること。 

・り災児童の保護に関すること。 

  

農 林 部 

(農林部長) 

農 務 班 

(農務課長) 

・災害用主要食糧の調達に関する

こと。 

・被災農林畜水産業者に対する融

資に関すること。 

・災害時における病害虫の発生予

察及び防除に関すること。 

・災害時における農業技術の指導

普及に関すること。 

・土地改良事業の災害対策に関す

ること。 

・畜産物及び畜産施設等の災害対

策に関すること。 

・被災家畜等に係る救護・診療対

応及び保健機関との連携に関す

ること。 

・災害時の家畜伝染病等の発生予

防対策及び防疫に関すること。 

地域振興班 

（副所長） 

・災害用主要食糧の調達に関す

ること。 

・農林畜水産物及び農地、農林

畜水産施設等の災害対策に関

すること。 

・林産物及び林地、林業施設等

の災害対策に関すること。 

・土地改良事業の災害対策に関

すること。 

林 務 班

(林務課長) 

・林産物及び林地、林業施設等の

災害対策に関すること。 

建 設 部 

(建設部長) 

建 設 班 

(建設課長) 

（建設総務

課長） 

・道路、橋梁及び河川等土木施設

の災害対策に関すること。 

・交通不能箇所の調査及び交通規

制等災害対策に関すること。 

・応急対策資材の収集及び輸送に

関すること。 

・水防に関すること。 

・建設防災支援隊等との災害対策

のための連絡調整に関するこ

と。 

・被災住宅の応急修理の協力に関

すること。 

・被災建築物応急危険度判定業務

に関すること。 

・応急仮設住宅に関すること。 

・応急仮設住宅等の用地に関する

こと。 

・住宅応急処置についての協力に

関すること。 

・土木班の実施事項の応援に関す

ること。 

・家屋の被害調査に関すること 

地域振興班 

（副所長） 

・道路、橋梁及び河川等土木施

設の災害対策に関すること。 

・交通不能箇所の調査及び交通

規制等災害対策に関するこ

と。 

・応急対策資材の収集及び輸送

に関すること。 

・被災住宅の応急修理の協力に

関すること。 

・水防に関すること。 
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上下水道部 

（上下水道

部長） 

上 水 道 班 

(水道課長) 

・災害時の飲料水供給に関するこ

と。 

・水道施設の災害対策に関するこ

と。 

 

地域振興班 

（副所長） 

・その他振興事務所の上下水道

全般の災害対策に関するこ

と。 

下 水 道 班 

(下水道課

長) 

・下水道施設の災害対策に関する

こと。 

環 境 部 

（環境部長） 

環境対策班 

(環境対策

課長) 

・災害時における環境保全対策に

関すること。 

・災害時における清掃及び衛生対

策（ごみ処理・し尿処理等）に

関すること。 

  

環境施設班 

(環境施設

課長) 

・災害時におけるごみ処理施設の

管理及び運営に関すること。 

・災害時におけるし尿処理施設の

管理及び運営に関すること。 

・災害時における火葬施設の管理

及び運営に関すること。 

消 防 本 部 

（消防長） 

 

 

消防総務班 

（消防総務

課長） 

・災害対策活動全般に関すること。 

・緊急消防援助隊等への派遣要請

に関すること。 

・消防本部内の連絡調整に関する

こと。 

・消防団との協調に関すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予 防 班 

( 予 防 課

長) 

・火災予防に関すること。 

・建築物の防火対策に関すること。 

・危険物の取扱いに関すること。 

・自主防災組織等との連絡調整に

関すること。 

通信指令班 

（通信指令

課長） 

・消防及び救急通信に関すること。 

・災害情報の収集、集約に関する

こと。 

各消防署・

分署 

（各消防署

長） 

・消防活動全般に関すること。 

・水防活動全般に関すること。 

・救助救急活動に関すること。 

・り災者の救助その他応急対策活

動に関すること。 

教 育 部 

(教育委員会

事務局長 ) 

教育総務班 

（教育総務

課長） 

（学校給食

センター所

長） 

・教育関係の災害対策全般に関す

ること。 

・教育財産の災害対策に関すること。 

・給食センター施設の災害対策に

関すること。 

・災害時における学校給食に関す

ること。 

・り災者への炊き出しに関すること。 

・教育義援金品の配布に関すること。 

 

地域振興班 

（副所長） 

・教育関係の災害対策全般に関

すること。 

・り災者への炊き出しに関する

こと。 

・児童、生徒の避難等の対策に

関すること。 

・避難所開設の協力に関するこ

と。 

 

文 化 財 班 

（文化財課

長） 
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  ・教育部内の連絡調整に関すること。 

・文化財の災害対策に関すること。 

・教育部内の他の班に属さない事

項に関すること。 

 ・文化財の災害対策に関するこ

と。 

 学校教育班 

（学校教育

課長） 

・学校教育施設の災害対策に関す

ること。 

・児童、生徒の避難等の対策に関

すること。 

・避難所開設の協力に関すること。 

・災害時の授業その他の対策に関

すること。 

・被災児童・生徒の学用品及び教

科書対策に関すること。 

  

議 会 部 

（議会事務 

局長兼監査

委員事務局

長） 

 

議会総務班 

（議会総務

課長） 

・市議会議員との連絡に関すること。 

・見舞及び視察者等の対応に関す

ること。 

・他班の実施事項の応援に関する

こと。 

  

監 査 班 

（ 監 査 課

長） 

会 計 

（会計管理

者） 

 

会 計 班 

(会計課長) 

・災害経費の執行と物品の出納に

関すること。 

・他班の実施事項の応援に関する

こと。 

  

消 防 団 部 

（ 消 防 団 長 ） 

・消防団の連絡調整に関するこ

と。 

・消防活動全般に関すること。 

・水防活動全般に関すること。 

・救助救急活動に関すること。 

・り災者の救助その他応急対策活

動に関すること。 

各 方 面 隊 

(各方面隊

長) 

・消防活動全般に関すること。 

・水防活動全般に関すること。 

・救助救急活動に関すること。 

・り災者の救助その他応急対策

活動に関すること。 

  

 
 

 （注） 

  １ 部長及び班長の属する課等の職員は、班員とする。 

  ２ 本庁の各班及び各振興事務所の各班は、本分担任務によるほか余裕のあるときは、必要に応じて他班の

行う事項について、応援をするものとする。また、振興事務所間でも余裕のあるときは、必要に応じて相

互に応援をするものとする。 

  ３ 分担の明確でない対策については、本部長の定める部及び班において担任するものとする。 
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第１節 総 則  

 

 

 

 

第１ 防災協働社会の形成推進 

１ 基本方針 

 (１) 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の

迅速な回復を図る「減災」の考え方を基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われ

ないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、様々な対策を組み合わ

せて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない。その

際、災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、

ソフト対策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進す

る。 

 (２) 最新の科学的知見に基づき、起こりうる災害及びその災害によって引き起こされる被害を

的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改

善を図る。 

 (３) 自然災害からの安全・安心を得るためには、行政による公助はもとより、住民一人ひとり

の自覚に根ざした自助、身近なコミュニティ等による共助が大切であり、国の「災害被害を

軽減する国民運動の推進に関する基本方針」を踏まえ、社会の様々な主体が連携して災害被

害の軽減に向けた防災活動を行う仕組みを構築していかなければならない。 

 (４) 地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図

るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男

女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立に努めるとともに、市、自治会、住民、事業

者、自主防災組織、ボランティア等は、その責務や役割を認識し、お互いに助け合い、協働

して災害に対処できる防災協働社会の形成の推進に努める。 

２ 減災に向けた住民運動の推進 

  市は、「想定外の常態化」ともいうべき自然災害の現状を踏まえ、個人や家庭、地域、企業、

団体等社会の様々な主体が連携して、たとえ大規模災害が発生したとしても市民の命を守り、

命をつなげるためには、「自助」、「共助」によるソフトパワーの底上げが必要であり、ハザード

マップを「知る・学ぶ」、防災訓練に「参加する」など具体的な目標を盛り込んだ新たな行動計

画を定め、「災害から命を守る岐阜県民運動」として全世代に向け展開していく。 

３ 災害被害の軽減に向けた自発的な防災活動の推進 

  市は、様々な主体を通じた防災知識の普及啓発に努める。また、各主体が連携して防災活動

に参加できるよう配慮するとともに、家庭や事業所等における安全に対する備えの促進を図る。 

４ 男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 

  市は、多様な視点に配慮した防災を進めるため、防災の現場における女性や高齢者、障がい

者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点に配慮した防災体制の確立に努める。 

  また、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局等の役割について、防災担当部局と

男女共同参画担当部局等が連携し明確化しておくように努めるものとする。 
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５ 関係機関と連携した防災対策の整備 

  市は、平常時から県、関係機関及び企業等との間で協定の締結や連絡手段の確保などの連携

強化を進めることにより、災害時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように

努めるものとし、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、

要請手続き等の確認を行うなど実行性の確保に留意するものとする。 

特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するいとまが

ないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやすくなる。この

ようなことを未然に防ぐ観点から、関係機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平時か

ら災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える関係」を

構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、過去の災害対応の教訓の共有を図るなど、訓練

等を通じて、構築した関係を持続的なものにするよう努めるものとする。 

  加えて、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、各機関が実施する

災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）について、災害対応の検証等を踏

まえ、必要に応じて見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的

な運用に努めるものとする。 

その他に、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送、避難者の運送等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を締結しておく、

輸送拠点として利用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、

民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 

６ り災証明書の発行体制の整備 

  市は、災害時にり災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査やり災証明書の

交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応

援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、り災証明書の交付に必要な

業務の実施体制の整備に努める。 

また、効率的なり災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用について検討

するものとする。 

７ 感染症対策の視点を取り入れた防災対策の推進 

  市は新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹

底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観

点を取り入れた防災対策を推進するものとする。 

８ デジタル技術を活用とした防災対策の推進 

  市及び防災関係機関は、効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩoＴ、クラウドコン

ピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化の推進を図る。デジタル

化に当たっては、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・

分析・加工・共有の体制整備を図るよう努めるものとする。 

９ 被災者支援の仕組みの整備 

  市は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部署を明確化し、地域の実情に応じ、災

害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災

者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組み）などの被災者支援の仕組みの整備等

に努めるものとする。 
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第２ 防災業務施設・設備等の整備 

１ 気象等観測施設・設備等 

  市は、県等と連携して、気象等の自然現象の観測等に必要な気象等観測施設・設備を整備し、

観測体制の充実、強化を図るとともに、取得した観測情報等を関係機関に提供する。 

  (注) 気象業務法（昭和27年法律第165号）では、気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象観測を行う

場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従って、気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合

格した気象測器でなければ、使用してはならない。また、観測施設を設置した場合は、その旨を届け出

なければならない。 

２ 消防施設・設備等 

  市は、消防ポンプ自動車等の消防機械、消火栓、防火水槽等の消防用水利、火災通報施設そ

の他の消防施設、設備の整備、改善及び性能調査を実施することにより、有事の際の即応体制

の確立を期する。 

  特に、特殊火災（危険物施設、高層ビル等）に対処するため、化学車、はしご車、化学消火

薬剤等の資機材の整備を図る。 

３ 防災施設・設備等 

 (１) 緊急離着陸場の選定 

   市は、道路の損傷により陸上輸送が不可能となった場合のヘリコプターによる空輸、又は

ヘリコプターによる救急・救助・空中消火の基地として、ヘリコプターの離着陸の可能な空

地を選定・確保し、緊急離着陸場の整備拡充に努める。（資料10－１/1227頁） 

 (２) ヘリポート等の整備 

   市は、ヘリコプターが災害時のみならず訓練、広報等においても常時使用できるヘリポー

ト、飛行場外離着陸場（ヘリストップ）の整備促進に努めるほか、緊急離着陸場においても

ヘリコプターが安全に離着陸できるように、周囲に障害物となるものが生じないよう維持管

理に努める。 

４ 通信施設・設備等 

 (１) 市は、防災に関する情報の収集・伝達等の迅速化を図るため、集落、他の市町村、県、防

災関係機関との間における情報連絡網の整備を図る。 

 (２) 市は、有線通信が途絶した場合でも通信を確保するため、無線通信施設等を整備し、その

機能の充実と交信範囲の充実及び信頼性の向上に努める。 

 (３) 市は、通信施設に被害が発生した場合に備え、非常電源、予備機等の設置に努め、通信連

絡機能の維持を図る。 

(4)  市は、県と連携して、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ

正確に分析・整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとす

る。 

５ 水防施設・設備等 

  市は、重要水防区域、危険箇所等について把握し、水防活動に必要なくい木、土のう袋、ス

コップ、カケヤ等の水防資機材を備蓄する。 

６ 救助施設・設備等 

  市は、人命救助に必要な救急車、救命ボート等の救助機械、担架・救命胴衣等の救助用資機
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材及び乾パン・飯缶等の救助用食糧、生活必需品等の物資について有効・適切に活用・運用で

きるよう、整備、改善及び点検を実施する。 

７ 災害対策本部施設等の整備 

  市は、本庁舎及び各振興事務所に設置する災害対策本部・地域支部について、災害対策上、

必要な機能を整備する。 

  なお、災害により本部施設（下呂庁舎）が使用不能となった場合は、消防本部２階事務室又

は各振興事務所の指定した場所を代替場所として使用することとし、その代替機能の整備を図

る。 

  なお、保有する施設、設備について、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムの活

用を含め自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等に

努めるものとする。 

  また、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、災害対策本部

の機能充実・強化に努めるものとする。 

８ 迅速な参集体制の整備 

 (１) 職員の動員・配備体制の強化 

  ア 市は、職員の動員配備、情報の収集・伝達及び各種救援活動に関する初動段階の活動要

領等のマニュアルを作成する。 

  イ 市は、勤務時間外においても迅速な警戒体制が確保できるよう、当直員等による24時間

体制で対応するとともに、より迅速な職員参集体制の整備を推進するものとする。 

 (２) 災害対策本部の運営体制の整備 

  ア 市は、警報等発表後、本部設置を必要とする段階で参集してきた職員が手際よく災害対

策本部を設置できるよう、情報通信機器の設置方法やレイアウト等を含むマニュアルを作

成する。 

  イ 市は、災害対策本部の職員がその能力を最大限に発揮できるよう、少なくとも２～３日

分の水、食料、毛布等の備蓄等を推進する。 

  ウ 市は、本部・支部員会議の職員が災害発生時に的確な活動を行うため、平常時から特に

次の点について習熟できるよう、重点的に研修しておく。 

   (ア) 動員配備・参集方法 

   (イ) 本部の設営方法 

   (ウ) 各種通信機器等の操作方法等 

９ 防災拠点施設の整備 

 (１) 広域防災拠点施設の指定 

   市は、大規模災害時に市内の迅速な災害対策活動のため、次の機能を有する市広域防災拠

点施設の指定を行う。 

 ア 救助活動拠点 

   県外から派遣される多数の警察、消防、自衛隊等の救助部隊を受け入れるための拠点 

 イ 地域内輸送拠点 

   県外から、又は市町村域を越えて届く多種・大量の支援物資を被災地に効率的に配分する

ための拠点 
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 ウ ライフライン復旧活動拠点 

   電気、上下水道等のライフラインの寸断が広域になった場合、応急供給体制の確保（バッ

クアップ体制等）及び応急復旧体制（広域的な応援体制等）の確保のための拠点 

 （２） その他、防災に資する公共施設の整備 

市は、避難場所、避難路、防災拠点等の災害時における防災に資する公共施設について、

関係機関等と緊密な連携を図りつつ、積極的整備を図るとともに、対応する災害に応じて防

災拠点施設等の浸水防止機能、土砂災害に対する安全確保等に努めるものとする。 

   また、道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その機能強化に努めるものとする。 

10 複合災害対策 

 (１) 市は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化するこ

とにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災

計画等を見直し、備えを充実させる。 

 (２) 市は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、

先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があ

ることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとと

もに、外部からの支援を早期に要請することも定めておく。 

 (３) 市は、様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の

見直しに努める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、要員の参

集、合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。 

11 その他施設・設備等 

  市は、災害のため被災した道路・河川等の損壊の復旧等に必要な資機材の調達方法を検討す

る。 

また、特に防災活動上必要な公共施設、避難所に指定されている施設等の防災点検を定期的

に実施するとともに、あらかじめ輸送ルートの確保計画を策定する。 

 

第３ 災害に強いまちづくり 

  市はそれぞれのまちの災害特性に配慮した土地利用の誘導、開発制御、移転の促進や避難に

必要な施設の整備に加え、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリエンスを高め

る「Ｅco-DRR（生態系を活用した防災、減災）」及び「グリーンインフラ」の取組の推進など、

総合的な防災・減災対策を講じることにより、災害に強いまちの形成を図るものとする。 

  また、気候変動による更なる水害リスクの増大に備え、流域全体で被害を軽減する「流域治

水」を促進する。 

  市は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそれのある所

有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

に基づく措置を活用した防災対策を推進するものとする。 

  市は、防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の連携の下、地域防災計画や立地適正化

計画等を踏まえ、災害の危険性等地域の実情に応じて、優先度の高い避難行動要支援者から個

別避難計画を作成するとともに、住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる

立地を限定し、住宅を安全な誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進するよう

努めるものとする。 
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第２節 防災思想・防災知識の普及  

 

 

 

 災害を最小限に食い止めるには、市、県、防災関係機関による災害対策の推進はもとより、住

民一人ひとりが、日ごろから「自らの生命は自ら守る」、「みんなの地域はみんなで守る」という

基本理念と正しい防災知識を身に付け、食料、飲料水の備蓄など、平素から災害に対する備えを

心がけることが必要である。このため、生活単位や学校、職場等に着目し、それぞれの状況に応

じた啓発を通じて防災意識の高揚を図るとともに、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る

地域の合意形成の促進のため、自然災害によるリスク情報の基礎となる防災地理情報を整備する

とともに、専門機関（気象庁等）や専門家（気象防災アドバイザー等）の知見も活用しながら、

防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信する。 

 また、「超」広域災害や、複数の災害が同時に発生するような災害が起こり得ることを周知し、

それらの災害に対する備えの必要性を併せて啓発する。 

 なお、その際には、乳幼児、重篤な重病者、障がい者、高齢者、妊婦、外国人等の要配慮者の

多様なニーズに十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとと

もに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

 

１ 住民に対する防災教育 

  市は、住民が防災の基本理念を理解し、正しい知識と判断をもって行動できるよう、災害予

防、応急措置等の知識の向上に努め、誰にでも起こり得る災害による被害を少しでも軽減する

ための備えを一層充実し、その実践を促進する。 

  また、防災知識の普及に当たっては、住民に対して、「自らの命は自らが守る」という意識を

持ち自らの判断で避難行動をとること及び早期避難の重要性を住民に周知し、住民の理解と協

力を得るものとする。特に要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域で支援する体制が整備

されるよう努める。 

(１) 一般啓発 

ア 啓発の内容 

(ア) 下呂市地域防災計画の概要 

(イ) 気象情報に関する一般的知識 

(ウ) 災害が発生した場合に、具体的にとるべき減災につながる行動に関する知識 

(エ) 防災関係機関等の防災対策に関する知識 

(オ) 避難場所、避難路、その他避難対策に関する知識 

(カ) 建築基準法等の遵守及び住宅の維持・補修・補強、火災予防、非常持出品の準備等、

家庭における防災対策に関する知識 

(キ) 応急手当等看護に関する知識 

(ク) 災害復旧時の生活確保に関する知識 
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(ケ) 土砂災害警戒区域等の土砂災害のおそれのある区域に関する知識 

(コ)  正常性バイアス（異常を正常の範囲内のことと捉えてしまう錯誤）等に関する知識 

 

イ 啓発の方法 

(ア) 広報紙、パンフレット、ポスター、ハザードマップ等の利用 

(イ) 広報車の利用 

(ウ) 講演会、講習会、市民講座の実施 

(エ) 防災訓練の実施 

(オ) ホームページやＣＡＴＶによる情報提供 

(２) 企業への啓発 

 市は、企業従業員の防災意識の高揚を図るための啓発活動を行うとともに、地域の防災訓

練への積極的参加の呼びかけや防災に関するアドバイスを行うよう努める。また、企業自ら

も防災知識の啓発や防災訓練を積極的に実施するよう働きかける。 

２ 職員に対する教育 

 迅速かつ的確な災害対策の実施を図るため、それぞれ防災業務に従事する職員等に対し、次

のとおり必要な教育を行う。 

 (１) 災害に関する一般的・専門的知識 

 (２) 現在講じられている災害対策 

 (３) 今後取り組むべき課題 

 (４) 組織の防災体制 

 (５) 職員のとるべき行動（事前、発災後） 

 (６) 防災活動に関する基礎的知識（防災資機材の使用方法、応急手当等） 

 なお、上記(４)及び(５)については、毎年度「職員防災マニュアル」を作成し、市職員に対し、

十分に周知する。 

 また、各部等は、所管事項に関する防災対策について、それぞれ定められた事項について職

員の教育を行う。 

３ 教職員及び児童生徒に対する教育 

 教育委員会は、学校長に対し、市職員に準じて教職員への教育を行うよう指導するとともに、

学校安全計画に、災害に関する必要な事項（防災組織、分担等）を定め、児童生徒が災害に関

する基礎的、基本的事項を理解し、思考力、判断力を高め、意思決定し、適切な行動ができる

よう安全教育等の徹底を指導する。 

 指導に当たっては、各教科、特別活動、道徳の時間等、教育活動全体を通して、災害に関す

る基礎知識を修得させるとともに、災害発生時の対策（避難場所、避難経路の確認、防災知識

の普及・啓発等）の周知徹底を図る。 

  また、学校施設が避難所・避難場所として運用される場合にあっては、教職員にも協力が得

られるよう位置づけ、地域防災力の向上を図る。 

  市は、学校における体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導内容の整
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理、防災教育のための指導時間の確保など、防災に関する教育の充実及び消防団員や防災士等

が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとする。また、学校において、外部

の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュアルの策定が行われるよう促すも

のとする。 

４ 災害伝承 

  市は、地域住民や児童生徒等に防災知識の普及を行うに当たり、地域で過去に発生した災害

で得た教訓を生かし、啓発を実施する。また、災害の教訓を後々まで伝承するよう、各種広報

媒体を通じ、その普及に努める。 

５ 企業防災の推進 

  市は、企業の防災意識の向上を図るとともに、企業の防災力向上の促進を図る。また、企業

を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ、防災

に関するアドバイスを行う。 

なお、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害

からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。 

６ 防災訓練への積極的参加 

  市は、防災知識の普及や災害時における防災対応行動力（共助の行動の実践）の向上を図る

ため、地域住民、自主防災組織、企業等に対して防災訓練への積極的参加について啓発に努め、

必要に応じ指導、協力する。 
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第３節 防災訓練  

 

 

 

 

 災害時に、市は県・関係機関及び地域住民等との連携を図りながら、初動体制、応急対策が速

やかに実施できるよう、また、防災知識の普及、高揚を図ることを目的として、図上又は現地に

おいて計画的、継続的に防災訓練を実施する。 

 

１ 訓練方法 

  市、防災関係機関、防災上重要な施設の管理者等が訓練を行うに当たっては、訓練の目的を

具体的に設定した上で、水害、火災等それぞれの地域（施設）において発生が予想される被害

の想定を明らかにするとともに、訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境などに

ついて具体的な設定を行い、参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なもの

となるよう工夫する。この際、各機関の救援活動等の連携強化に留意する。 

  また、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施にも努

める。 

 (１) 応急対策体制の確認、評価等 

   防災訓練を通じて、各関係機関の組織体制の確認、評価等を実施し、危機管理体制の実効

性について検証するとともに、各関係機関相互協力の円滑化を図る。 

 (２) 住民の防災意識の高揚 

   住民一人ひとりが防災訓練に際して、日常及び災害時に「自らが何をすべきか」を考え、

危機(自然災害、事故等)に対して十分な準備を講ずることができるよう実践的な訓練により

防災意識の高揚を図るとともに、災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の

習熟を図る。 

 (３) 要配慮者等の配慮 

   要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域で支援する体制の整備とともに、被災時の男

女のニーズの違い等男女双方の視点に立った配慮が十分行われるよう努める。 

 (４) 感染症対策への配慮 

   新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備

え、感染症対策に配慮した訓練を積極的に実施するものとする。 
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２ 総合訓練 

 市は、定期的に各部門別応急対策実施機関等と合同して、おおむね次の対策を総合して地域

住民とが一体となった訓練を実施する。 

 

訓 練 科 目 訓 練 実 施 機 関 

警 報 等 伝 達 訓 練 

通 信 訓 練 

避 難 訓 練 

救 出 訓 練 

医 療 訓 練 

炊き出しその他救助訓練 

消 防 ・ 水 防 訓 練 

広 域 応 援 訓 練 

情報連絡員、応援職員等の派遣訓練 

そ の 他 訓 練 

関係防災機関等 

非常通信協議会、その他通信機関 

市、警察、消防機関等 

警察、消防機関、自衛隊 

保健所及び民間医療機関 

奉仕団体等 

消防機関、水防機関等 

応援協定締結機関 

応援協定締結機関、防災関係機関等 

関係機関 

３ 水防訓練 

 市は、水防活動の円滑な遂行を図るため、次の方法により訓練を実施するほか、関係団体が

合同して行う訓練に参加して実施する。 

(１) 実施の期間 

 洪水が予想される時期前の最も訓練効果のある時期を選んで実施する。 

(２) 実施地域 

 浸水想定区域等洪水のおそれのある地域において実施する。 

(３) 方 法 

 消防団ごとに定期訓練を実施するほか、随時幹部の水防工法その他関連する訓練と併せて

講習会等を実施する。 

なお、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理

者は、関係機関の協力を得て、洪水時の避難確保に関する計画を策定し、それに基づき、避

難誘導等の訓練を実施するものとする。 

４ 土砂災害対応訓練 

  市は、土砂災害警戒区域等を有する区域において訓練を実施し、警戒避難態勢の整備を図る。 

５ 消防訓練 

 市及び消防団は、消防計画に基づく消防活動の円滑な遂行を図るため、消防に関する訓練を

実施するほか、必要に応じ、他の市町村と合同し、大規模な機動連合演習を実施する。 

６ 避難等救助訓練 

 市及び消防団は、関係機関と連携を保ちつつ、それぞれの計画に基づき避難その他救助の円

滑な遂行を図るため、避難救助等の訓練を実施する。 
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 なお、学校、病院、社会福祉施設、工場、その他多数の者が出入りし、勤務又は居住する施

設にあっては、収容者等の人命保護のため、特に避難施設を整備し、訓練を実施する。 

 また、社会福祉施設における具体的な訓練は、災害時の避難場所、避難（誘導）方法、その

他細部にわたる計画を施設管理者が策定し、年２回以上（児童福祉施設においては月１回）の

避難訓練を消防機関等の協力を得て行う。うち、入所型の社会福祉施設においては、夜間又は

夜間を想定した避難訓練を年１回以上実施する。 

７ 自主防災組織による訓練 

  各種災害の発生を想定し、減災を図るため、地域住民の自主防災組織による情報の収集及び

伝達、出火防止、初期消火、避難誘導及び応急訓練等の実施について指導する。 

８ 図上訓練 

  「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、地域の災害履歴・危険箇所、要配慮者などの情報を

共有する災害図上訓練（ＤＩＧ（※））を次の要領により実施する。 

 (１) 自治会単位 

   比較的狭い範囲で実施することにより、隣近所の要配慮者の把握を図る。 

 (２) 小学校区単位 

   広範囲で実施することにより、避難所を取り巻く周辺状況の危険箇所の確認や、普段交流

のない自治会同士の連絡を図る。 

   （※）「ＤＩＧ（ディグ）」：Disaster（災害）Imagination（想像力）Game（ゲーム）の頭文字を取って名

付けられたもので、住んでいる地域の避難所や、防災施設などを地域の人たちが参加して地図上で確

認したり、災害が発生したという想定で、参加者全員でイメージトレーニングをするもの 

９ 訓練の検証 

  市は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行うため、「顔の見える関係」

を構築し信頼感を醸成するよう努め、防災関係機関との連携体制の強化を図るとともに、職員

の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図り、訓練成果を取りまとめ、訓練での課題等を

整理し、必要に応じて改善措置を講ずるとともに、次回の訓練に反映させるよう努める。 
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第４節 自治会及び自主防災組織の活動  

 

 

 

 

 大規模災害が発生した場合、防災関係機関の活動の遅延・阻害が予想されることから、自治会

等は「自分たちの地域は自分たちで守る」との認識のもと、地域の人々のコミュニティ連帯意識

に基づく自主的な防災活動が不可欠である。このため、自主防災組織の重要性についての認識を

広め、自主防災組織の設置促進と育成・強化を推進する。その際、女性の参画の促進に努めるも

のとする。 

 

１ 地域住民の自主防災組織 

(１) 地域住民の自主防災組織づくりの推進 

 市は、災害時における自主防災組織の重要性についての認識を広め、地域住民の自主防災

組織づくりを推進する。（「自主防災組織等結成状況」資料４－５/1204頁） 

(２) 地域住民に対する自主防災組織の重要性の啓発と参加を促す環境整備 

 市は、県、防災関係機関等と連携して、自主防災組織の重要性の啓発に努めるとともに、

多様な世代が参加できるような環境を整備するよう努める。 

(３) 消防・警察・自衛官ＯＢ等のリーダー的役割による自主防災組織の育成強化 

 市は、消防職団員・警察・自衛官ＯＢ等のうちから地域消防防災活動協力員を任命し、そ

の専門知識を生かした地域に密着した指導により、町内会・自治会単位の自主防災組織の設

立と活動の充実を図る。 

 (４) 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

  ア 市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における

防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支

援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、当該地区に

おける自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として市防災

会議に提案するなど、市と連携して防災活動を行う。 

  イ 市は、本計画に地区防災計画を位置付けるよう市内の一定の地区内の住民及び当該地区

に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、本計画に地区防災

計画を定める。 

    市は個別行動計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において地区防災

計画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められ

た内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合性が図られ

るよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努

めるものとする。 

    市は機能別団員を含む消防団や地域コミュニティを活用し、避難の「声かけ訓練」を実

施するよう努めるものとする。 
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  自主防災組織の組織（例） 

 

 
情報班（情報の収集伝達） 

  自治会長 消火班（出火防止と初期消火） 

    ｜ 避難誘導班（住民の避難誘導） 

自主防災組織の長 （副） 

 

 

救出・救護班（負傷者の救出救護、高齢者、障が

い者等のケア） 

給食給水・物資供給班（避難所等での水、食料、

物資の供給） 

 渉外班（行政等との連絡） 

 水防班（堤防の見回り、水防作業） 

 ※各班に正副班長を置く。 

自主防災組織の活動（例） 

ア 平常時の活動 

① 防災知識の習得・普及活動…講演会、ミニコミ紙発行 

② 防災カルテ、防災地図の作成…地域の防災設備や災害危険性について、地図にまとめ

て住民に周知徹底 

③ 防災訓練の実施…図上訓練（ＤＩＧ）を中心に、危険箇所の把握、避難路の把握、一

時避難所の管理運営、情報収集伝達、消火、救出救護、給食給水・物資供給、要配慮者

の把握等 

④ 生活必需品、防災資機材の備蓄…災害直後に必要な生活必需品と初期防災活動に必要

な資機材の備蓄 

⑤ 防災点検の実施…「下呂市防災点検の日」の定めにより、「防災点検10か条」に基づく

点検 

⑥ 地域内の他組織との連携…地域内の事業所、団体等との連携を密にし、総合的な自主

防災活動推進 

イ 災害発生時の活動 

① 情報収集伝達…地域内の被害状況・被災者のニーズを市等へ報告、防災関係機関提供

情報を住民に伝達 

② 初期消火…消火器、バケツ、可搬式小型動力ポンプ等で初期消火 

③ 救出救護…救出用資機材による生埋め者の救出、負傷者の応急手当、救護所等へ搬送 

④ 避難誘導…避難指示の伝達、避難所・経路の安全確認、要配慮者の避難補助 

⑤ 炊き出しや救助物資の配分の協力 
 

(５) 自主防災組織の活動拠点の整備 

ア 市は、各振興事務所において、自治会等に１か所の割合で自主防災組織の活動の拠点と

なる施設を定め、その整備に努める。（コミュニティ防災拠点） 

イ 機能 
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(ア) 防災知識の習得・普及の場 

(イ) 資機材、生活必需品等の備蓄 

(ウ) コミュニティの災害応急活動の拠点 

(６) 自主防災資機材の整備 

 市は、自主防災組織の活動における補完の観点から国・県の制度事業を活用し、今後さら

に防災備蓄倉庫の設置と防災資機材の整備を図る。 

(７) 研修の実施 

ア 自主防災組織のリーダー研修 

 市は県、その他の防災関係機関等と連携して、自主防災組織のリーダーを中心とした研

修を実施し、防災上の知識・技能の向上を図ることにより、自主防災組織の活動を充実す

る。 

イ 各種団体における防災研修 

 市は県と連携して、地域に根ざした各種の団体（老人クラブ、女性団体等）に対して、

その構成員が自主防災組織のリーダーとして活動できるよう、防災に関する研修活動等に

努めるよう指導する。 

(８) 消防団、交番等との連携強化 

 市は警察機関と連携して、自主防災組織と地域の防災情報拠点である消防団及び交番・駐

在所との連携強化に努め、迅速・的確な自主防災活動を推進するとともに、地域コミュニテ

ィの防災体制の充実を図る。 

 また、地域住民の自主防災組織と女性防火クラブ、少年消防クラブ等他の自主的な防災組

織との連携強化を図る。 

２ 事業所の自衛消防組織等 

 事業所は、家庭に比べて使用する火気使用設備・器具にしても、貯蔵又は取り扱う危険物に

しても質、量ともに大きく、被害拡大の危険性が高い。 

 また、不特定多数の者を収容する宿泊施設、文化施設、大型店等にあっては、災害時のパニ

ック等による被害も予想される。 

 このため市は、次の事項について、それぞれの事業所の実情に応じて指導する。 

(１) 市及び防災関係機関の実施する防災事業に協力するとともに、その社会的責任を自覚し、

地域社会の一構成員として、地域と相互に協力、連携できる体制の整備に努める。 

(２) 自ら防災施設や消防設備を整備するとともに、自衛消防組織等を充実、強化し、その活動

能力を高めることにより、被害の軽減、防止に努める。 
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第５節 ボランティア活動の環境整備  

 

 

 

 

 災害時におけるボランティア活動の必要性、重要性から、市は、ボランティア活動が円滑に行

われるようその活動環境の整備を図る必要がある。そのため、日本赤十字社岐阜県支部下呂市地

区金山分区、下呂市社会福祉協議会やＮＰＯ・ボランティア等との連携を図り、平常時の登録、

研修制度、災害時におけるボランティア活動の調整を行う体制、ボランティア活動の拠点の確保

に努める。 

 

１ ボランティア意識の啓発とボランティア活動に参加しやすい環境づくり 

 市は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、下呂市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）、

日本赤十字社岐阜県支部下呂市地区金山分区並びに下呂市自治会連合会等各種ＮＰＯ・ボラン

ティア等との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や

これらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、住民のボランテ

ィア意識の啓発及びボランティア活動に参加しやすい環境づくりを行う。 

  市は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、市地域防災計画等において、災

害ボランティアセンターを運営する者（市社協等）との役割分担等を定めるよう努めるものと

する。特に災害ボランティアセンターの設置予定場所については、市地域防災計画に明記する、

相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるものとする。 

  市は、行政、社会福祉協議会・ＮＰＯ・ボランティア等が連携し、平常時の登録、研修や訓

練の制度、災害時における災害ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、災害ボランティ

ア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推

進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を研修や訓練を通じて

推進するものとする。 

２ ボランティアの組織化推進 

 市は、関係団体による連絡協議会等の設置を促進し、ボランティアの自主性を尊重した組織

化を推進する。 

３ 災害ボランティアの登録 

  市は、市社協が行う、迅速・円滑な災害ボランティア活動を可能にするための受入れ体制づ

くりについて、指導・支援するものとする。また、ボランティアの登録状況について、把握し

ておく。 

  なお、市社協は、次の要領で災害ボランティアの登録受付を行う。 

 (１) 対象者 

  ア 18歳以上で災害ボランティア活動が可能な者 

  イ 15歳以上18歳未満で次の条件を満たす者 

   (ア) グループの活動であること 
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   (イ) グループに20歳以上の指導者がいること 

   (ウ) 原則として県内の活動に限ること 

  ウ 災害救援活動を希望するグループ又は団体 

 (２) 登録後の活動要請 

   次の場合に市社協からボランティア活動を要請する。 

  ア 災害が発生し、関係機関から派遣の要請があった場合 

  イ 災害が発生し、災害ボランティア活動が必要と認められる場合 

４ ボランティア活動の推進 

 (１) ボランティアセンターの設置 

   市社協はボランティアセンターを設置し、広報啓発、福祉教育、養成・研修、受入れ側と

の連絡調整等を行い、ボランティア活動の推進を図る。 

   なお、市は、ボランティアセンターの運営に積極的に参画するとともに指導・支援をする。 

 (２) ボランティアコーディネーターの設置 

   市社協は、災害時のボランティア活動が円滑かつ効果的に行われるようボランティアコー

ディネーターを設置、育成に努める。 

   なお、市は、ボランティアコーディネーターの設置・育成について指導・支援する。 

５ ボランティア活動拠点の整備 

  市は、災害ボランティア活動の拠点となる施設の確保と必要な情報機器、設備等の整備を図

る。 

６ 廃棄物等に係る連絡体制の構築 

  市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等の関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、

土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、市は、地域住民やＮＰＯ・ボラン

ティア等への災害廃棄物の分別・搬出方法等に係る広報・周知を進めることで、災害ボランテ

ィア活動の環境整備に努めるものとする。 
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第６節 広域的な応援体制の整備  

 

 

 

 

 大規模災害時にあっては、市の防災機関だけでは対応できない事態が想定されることから、他

地域からの応援が必要である。したがって、被災地においては、混乱により応援についての十分

な事務処理ができない場合がある。このため市に派遣される応援部隊の受入れ態勢及び、活動基

盤となる施設等の整備を進めるため、受援計画を作成するものとする。 

 

１ 広域相互応援 

(１) 大規模災害時における他地方公共団体との相互応援に関して検討する。 

(２) 岐阜県が中部９県１市と相互応援協定を締結していることから、協定県内の市町村の応援

を県に要請する。 

２ 県内相互応援 

(１) 広域消防相互応援体制 

 市は、消防組織法第39条の規定に基づき消防に関し、相互に応援するため「岐阜県広域消

防相互応援協定」（資料２－３/1030頁）を締結している。 

(２) 県広域防災相互応援体制 

 市は、災害対策基本法第67条の規定に基づき、災害時の応急措置に関し、他の市町村の応

援を要求できるが、要求に基づかない自主的な相互応援をするため、県内全市町村による「岐

阜県及び市町村災害時相互応援協定」（資料２－１/1025頁）を締結している。 

３ 受援体制の整備 

(１) 受援拠点の選定 

 市は、広域的な応援部隊等の活動拠点となる施設等を市の地理的要件、被害想定を考慮し

事前に選定しておく。（資料10－４/1232頁）  

(２) 施設整備  

市は、受援拠点施設等に必要な設備等の整備に努めるものとする。 
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広域航空消防応援の要請ルート 

（ヘリを保有する都道府県及び市町村の場合） 
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第７節 防災通信設備等の整備  

 

 

 

 

 大規模な災害に備え、市は、情報収集・伝達手段として無線、有線及びその他通信設備等を利

用した防災通信網の確保・整備充実を図り、災害発生時の応急対策を迅速に推進するため万全を

期する。 

 このため、市は、県及び防災関係機関と連携し、平常時から訓練等を通じて通信機器の操作の

習熟に努めておく。 

 また、長期停電に対応できるよう燃料の供給体制を構築するよう努めるものとする。 

 

１ 防災通信網の整備 

(１) 下呂市防災行政無線 

 住民に対する災害広報を即時にかつ一斉に実施するための同報無線通信施設、災害現地、

集落等との通信を確保するための移動無線通信施設及び市と防災関係機関との間の通信を確

保するための地域防災無線通信施設の整備拡充に努める。（資料３－１、３－２、３－３/1191

～1201頁） 

(２) 防災相互通信用無線等 

 市は防災関係機関と連携し、災害現地において、相互の連絡を密にし、災害応急対策を迅

速かつ的確に推進するため、防災相互通信用無線局の整備に努める。 

 また、消防本部は、消防機関相互間の連絡を密にするため消防無線の共通波を備えた無線

局を整備するよう努める。 

(３) 非常無線通信 

 市は防災関係機関と連携し、災害時等に、加入電話又は自己の所有する無線通信施設等が

使用できない場合又は利用することが困難となった場合に対処するため、電波法第52条の規

定に基づく非常無線通信の活用を図るものとし、岐阜地区非常通信協議会の活動を通して、

非常無線通信体制の整備充実に努める。 

(４) その他通信網 

 市は、通信の途絶を回避するため、通信手段の確保に努める。 

ア 移動体通信（携帯電話・車載無線・衛星電話） 

 移動体通信のサービス未提供地域の解消に向け、関係機関と連携を図り整備促進に努め

る。 

イ アマチュア無線 

 市内のアマチュア無線局との連携により、非常時における情報伝達協力者名簿の作成等

を行う。 

ウ ＣＡＴＶ・インターネット等 

 市は、住民等へ被災情報、避難所情報、安否情報、支援情報等を提供するため、ＣＡＴ
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Ｖ・インターネット等（情報システム）の整備に努める。 

エ タクシー無線 

 (社)東海自動車無線協会等の協力を得て、タクシー無線による情報の収集を図る。 

(５) その他通信システムを作動させるための人的・物的備え 

   市は、非常電源設備及び要員の緊急体制等を多重的に整備する。 

２ 情報の収集・伝達体制の整備 

 (１) 災害現場からの情報収集体制 

   市は、災害現場に赴き情報収集に当たる職員をあらかじめ、指定するとともに、自主防災

組織等の情報担当者との連絡体制を確立し、また、無人航空機（ドローン）等の機材を整備

するなど、災害現場情報等の収集体制を整備する。 

 (２) 情報収集・連絡システム 

   市は、画像監視カメラ、防災情報モバイルネットワーク、全国瞬時警報システム（Ｊ－Ａ

ＬＥＲＴ）、総合防災情報システム等、情報収集や連絡のシステムの整備に努めるとともに、

Ｌアラート（災害情報共有システム）等の活用による警報等の伝達手段の多重化、多様化に

努めるものとする。 

   市は、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情報等の多様化に努める

とともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めるものとする。 
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第８節 火災予防対策  
 

 

 

 近年は、住宅の過密化、建築物の高層化、危険物需要の拡大等により、火災の延焼防止上の危

険要因が増大している。 

 このため、市は、さらなる消防力の充実、強化、火災予防のための指導の徹底に努める。 

 

１ 消防力の充実整備 

 消防組織の確立と消防施設の整備並びに効率的な運用は、次による。 

(１) 消防組織の整備 

 火災等の大規模化、複雑化に伴い高度な消防の知識と技術が要求され、加えて市街地の広

域化によって地域の消防需要が増大する実情に鑑み、各種災害に対処し得る体制の確立を推

進するため、消防団員の確保に努める。 

 また、災害予防のための査察及び火災調査の徹底を期するため、予防査察体制の強化充実

を図る。（「下呂市消防団組織」、「消防団の現況」資料４－１、４－２/1081、1082頁） 

(２) 消防施設等の整備 

ア 消防ポンプ等機械の整備 

 消防用車両等については、国の示す消防力の整備指針を考慮し、それぞれ消防施設整備

計画によって年次整備し、装備の高度化、近代化等機械力の充実強化に努める。 

イ ホース等消防用器具の整備 

 消防ポンプ等機械力の強化と並行してホース等の増加を図るとともに、本市に対応する

近代器具を逐年整備し、火災による被害防止と人命の救助に努める。 

ウ 消防水利の整備 

 消防水利の整備については、国の示す消防水利の基準に基づき計画的に逐年整備し、消

火栓と防火水槽との適切な組合せによる水利の多元化に努める。 

(３) 消防力の効率化 

 「岐阜県広域消防相互応援協定」を円滑かつ的確に運用するために、「岐阜県広域消防応援

基本計画」に基づき、応援隊の派遣、受け入れ等具体的計画を整備し、広域消防応援体制の

強化を図る。 

２ 消防施設等の保全 

 消防施設等の保全計画は、次による。 

(１) 消防機械器具の点検、整備 

 災害時において、消防用機械器具が最高能力を発揮するよう平常時から常に点検、整備を

行い保全に努める。 

(２) 消防水利施設の点検、整備 
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  災害時において、消火用水の使用が確保できるよう平常時において水利施設の状況変化

の把握に努め、定期的に調査を実施して給水能力の低下等による不備な施設に対し、更新又

は補修し、施設の保全を図る。 

(３) 消防通信施設の点検、整備 

 災害時において、消防通信が十分確保できるよう通信施設点検整備を常に行い、機能の保

全を図る。 

３ 消防団員等に対する教養訓練 

 火災等の災害予防及び消防活動の万全を期するため、消防団員に対して、専門的な知識、技

術の教養訓練に努め、人的消防力の質的向上を図る。 

４ 住民等に対する火災予防の徹底 

 災害の発生防止及び被害の軽減を図るため、防火知識の普及と初期消火等一般的な消火技術

の習得について、周知徹底を図る。 

 また、今後いっそう高齢化が進むにつれ、火災による死者が増加すると予想されるため、特

に高齢者に係る住宅防火診断等を実施し、防災対策を総合的に推進する。 
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第９節 水害予防対策   

 

 融雪、台風、集中豪雨等により、河川、ため池等の施設が決壊、又は破損した場合は、大災害

となるおそれがあるので、市は関係機関と協力して、消防団員の確保と水防資機材の備蓄に努め

るほか、河川及びため池の整備促進に努める。 

 

１ 河川施設 

 (１) 現 況 

 本市の河川は、飛騨川、馬瀬川をはじめとして、その両側には山並みがせまり、急傾斜が

少なくないため、風水害等の災害対策は重要であり、今後とも危険箇所の点検・改修整備や

砂防、河川改修等の事業を計画的に推進する必要がある。 

 なお、本市における水害を含めた災害危険箇所については、資料12を参照のこと。 

 (２) 対 策 

  ア 水防用資機材の整備 

 市防災倉庫に必要な資機材の備蓄に努める。 

  イ パトロール等の実施 

 河川、堤防等の河川施設については、堤防の決壊防止を図るため市職員及び消防団員に

よるパトロール等を実施し、安全管理に努める。 

  ウ 集中降雨対策 

    短時間に多量の降雨に対処するため側溝、雨水路の清掃、整備対策を講じ、農業者の理

解と協力のもと雨水貯留のために田んぼダムの取組を推進する。 

エ 宅地開発の雨水対策 

  宅地開発指導要綱等により雨水対策を講ずる。 

オ 住民への周知 

 土砂災害危険区域等や洪水ハザードマップの住民への周知を図り、迅速な警戒避難体制

がとれるように日ごろから広報に努める。 

カ 水害リスクの開示 

市は県と連携して、住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を

行う契機となるよう、分かりやすい水害リスクの開示に努めるものとする。 

県管理河川において、水害の危険性が高い地区の情報（洪水浸水想定区域図等）や、危

機管理型水位計や河川監視カメラを活用し、水害の発生に備えたタイムライン及び想定さ

れる最大規模の降雨を対象としたハザードマップを策定するものとする。 

なお、タイムライン策定に当たっては、避難所開設における感染症対策に要する時間を

考慮するものとする。 
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キ 防災知識の普及 

市は県及び防災関係機関等と連携して、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、

水害時のシミュレーション結果等を示しながら、「早期の立退き避難が必要な区域」からの

迅速で確実な立退き避難を求めるとともに、浸水深、浸水継続時間等に応じて、水・食料

を備蓄すること、ライフライン途絶時の対策をとること、保険・共済等の生活再建に向け

た事前の備え等について、普及啓発を図るものとする。 

    市は地域の防災力を高めていくため、気候変動の影響も踏まえつつ、一般住民向けの専

門的・体系的な防災教育訓練の提供、学校における防災教育の充実、防災に関する教材の

充実を図るものとする。特に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練

と合わせた防災教育の実施に努めるものとする。 

    各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施さ

れるよう、気象防災アドバイザー等の水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活

用を図るものとする。 

   防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を、５段階の警戒レベルにより提供するこ

と等を通じて、受け手側が情報の意味やとるべき行動を直感的に理解できるような取組を

推進する。 

    市は、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネ

ジャー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図るものと

する。 

    市は、国、県、関係公共機関等の協力を得つつ、地域の水害・土砂災害リスクや災害時

にとるべき行動について普及啓発するとともに、風水害の発生危険箇所等について調査す

るなど防災アセスメントを行い、地域住民の適切な避難や防災活動に資するよう以下の施

策を講じる。 

    浸水想定区域、避難場所、避難路等水害に関する総合的な資料として、図面表示等を含

む形で取りまとめたハザードマップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等の作

成を行い、住民等に配布するものとする。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域、家屋

の倒壊等が想定される区域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示する

とともに、避難時に活用する道路において冠水が想定されていないか住民等に確認を促す

よう努めるものとする。加えて、中小河川や雨水出水による浸水に対応したハザードマッ

プ作成についても、関係機関が連携しつつ作成・検討を行う。 

    ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクを正しく理解

し、住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に

努めるとともに、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として

自宅の安全な場所や親せき・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な

場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解促進に努める。 
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 ク 体制整備 

    水災については、気候変動による影響を踏まえ、複合的な災害にも多層的に備え、社会

全体で被害を防止・軽減させるためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進する

ことを目的として、国及び県が組織する「大規模氾濫減災協議会」、「流域治水協議会」等

を活用し、国、地方公共団体、河川管理者、水防管理者に加え、利水ダム管理者等の集水

域を含めた流域全体のあらゆる関係者が協働し、「流域治水」の取組を推進するための密接

な連携体制を構築するものとする。 

２ ため池施設 

 (１) 現況及び課題 

 市地域には農業用水としてため池があるが、老朽化していたため池は、整備を進めた結果、

市地域にはない状態である。しかし、これらのため池が水害により決壊した場合は、大きな

被害をもたらすおそれがあるため、引き続き防災工事（耐震対策、豪雨対策等）を計画的に

実施する必要がある。 

 (２) 対 策 

  ア ため池の補強改修 

    市は、県と連携して、ため池の堤体及びその他施設の新設、改修を緊急度の高いものか

ら順次整備を実施するものとする。また、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が

存在し、人的被害を与える恐れのあるため池について、緊急連絡体制の整備等を推進する 

とともに、決壊した場合の影響度が大きいため池について、ハザードマップの作成・周知

を図る。（「防災重点農業用ため池」資料12－５/1255頁） 

  イ 安全点検による決壊等防止 

    ため池施設の管理者は、随時同施設の安全点検を行うとともに、気象情報等に留意し、

特に災害の発生のおそれがある場合は、直ちに施設の点検を実施し、決壊等防止に努める。 

３ 指定緊急避難場所の指定 

   市は、指定緊急避難場所について、被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は

安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以上の高

さに避難者の受入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害時に迅速に

避難場所の開設を行うことが可能な管理体制や極力バリアフリー機能等を有するものを指定

する。 
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第10節 雪害予防対策   

 

 本市の馬瀬地区は、豪雪地帯対策特別措置法の指定豪雪地帯である。市は、豪雪又は雪崩等雪

害に対する道路、その他公共的施設の整備及び除雪用機械の整備を図る。 

 

１ 道路施設等の整備 

 道路雪害予防のための道路施設の整備及び道路除雪のための除雪用機械の整備は次によるも

のとする。 

(１) 凍雪害防止事業 

 積雪時の道路で、凍上又は融雪のため交通荷重により路盤等が破壊されるおそれがある主

要道路については、路盤の早期改良や流雪溝の整備を要望するものとする。 

(２) 防雪事業 

 積雪地域内における道路について、雪崩の発生により危険を生じ、若しくは自動車交通が

不能となる箇所又は地形若しくは風向上防雪効果の著しい箇所で、上記冷雪害防止採択基準

に準じる箇所について防雪柵、スノーシェッド、雪崩防止柵、消融雪施設等防雪施設の整備

を行う。 

(３) 除雪用機械の整備  

 道路除雪に必要な除雪機械の整備を行う。 

(４)  道路改良事業 

 市は、大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こす恐れのある大雪（以下「集中的

な大雪」という。）時においても、道路ネットワーク全体としてその機能への影響を最少限度

とするため、地域の実情に応じて道路の拡幅や待機所等の整備を行うように努める。 

２ 雪崩防止施設の整備等 

 雪崩の発生するおそれのある地域での人家、公共施設等の保全を図るため、雪崩防止対策と

して必要な施設を整備し、災害防止に努めるものとする。 

３ 学校施設の整備 

 豪雪山間地帯における校舎等の保全を図り、冬期間の通学と運動場を確保するため危険校舎

の改築等の建設整備を図るものとする。 

４ 除雪体制の整備 

  豪雪等に対し、道路交通等を確保できるよう、市は、除雪活動を実施するための除雪機械、

除雪要員等の動員等について体制の整備を行うとともに、所管施設の緊急点検、除雪機械及び

必要な資機材の備蓄を行うなど最大限の効率的・効果的な除雪に努める。特に、集中的な大雪

に対しては、道路ネットワーク全体として通行止め時間の最小化を図ることを目的に、車両の

滞留が発生する前に関係機関と調整の上、予防的な通行規制を行い、集中的な除雪作業に努め

る。また、地域コミュニティ単位の共助による雪処理活動の仕組みづくりを推進する。また、
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住民が安全な除雪作業を行えるよう、啓発を行うとともに、事故の防止に役立つ道具や装備品、

これらの安全な使用方法等の普及の促進を図る。さらに、気温が上がって雪が緩みやすくなっ

たときなど、事故が起こりやすいタイミングに合わせて、安全政策の実施について注意喚起を

図る。 

加えて、豪雪地帯においては、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置や除排雪の安全を

確保するための装備の普及、克雪に係る技術の開発・普及の促進を図るものとする。 

５ 放置車両等の対策 

市は，放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には，緊急通行車両の通行を確保するため緊

急の必要があるときは，運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものとする。また、運転者が

いない場合等においては，市は，道路管理者に対し車両の移動等を要請行うものとする。 

６ 緊急輸送活動 

 市は、立ち往生車両を速やかに排除できよう、リスク箇所をあらかじめ把握しておくとともに、

融雪剤の用意等、大規模な滞留に対応するための資機材を地域の実情に応じて準備するよう努め

る。 
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第11節 火山災害対策   

 

 市には、御嶽山（気象庁における常時観測火山）があり、活動火山対策特別措置法（昭和48

年法律第48号）（以下「活火山特措法」という。）第３条第１項に基づき、噴火の可能性が高く、

人的被害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域として指定される火山災害警

戒地域である。御嶽山の火山現象による災害を防止し、また、被害の軽減を図るため、災害危

険予想区域の把握、安全施設等の整備等、災害予防対策に努める。 

 

１ 噴火時等の火山防災対策を検討するための火山防災協議会への参画 

 (１) 市は、活火山特措法第４条に規定する火山防災協議会（以下「協議会」という。）の構成員

として、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備等に関し必要な協議を行う。 

 (２) 市は、適切な土地利用の誘導、警戒避難対策の推進、住民への情報提供等を効果的に行う

ため、協議会を通じて、噴火シナリオの作成、火山ハザードマップの作成、噴火警戒レベル

の設定、避難計画の策定といった一連の警戒避難体制や、現地の関係機関の防災対応の流れ

など様々な関係者と連携した警戒避難体制の整備に関する取組みについて、各地域の実情に

応じて必要な事項を協議するものとする。なお、火山ハザードマップについては、新たな調

査結果や解析技術の進展等を踏まえ、定期的に見直す。 

 (３) 市は、協議会の枠組みを活用し、平常時から国、県、公共機関等と連携し、災害時の防災

対応について検討を行う。 

２ 災害危険予想区域の把握 

市は、協議会での検討を通じて、災害が予想される地区を把握するとともに、当該地区にお

ける警戒避難対策を下呂市地域防災計画に定め、その内容を当該地区の住民に周知しておく。

なお、災害予想については、噴石、火砕流、融雪型火山泥流、火山灰、溶岩流、泥（土石）流、

火山ガス、空振、地震及び地殻変動等火山現象によるあらゆる種類の災害を想定する。 

３ 安全施設等の整備 

  市は、通信・放送設備、避難施設及び救助に要する設備の整備を図るよう努め、協議会の場

を活用する等により、安全施設等の必要性について検討する。 

４ 登山者等の安全対策 

市は、協議会における検討を通じて、観光部局、旅行関係団体、山小屋関係者、登山ガイド

など日ごろから山と接している関係者と連携し、火山現象の発生時における登山者その他の火

山に立ち入る者（以下、この節及び第２章第13節において「登山者等」という。）に対する情報

提供・伝達手段を整備するよう努める。また、携帯用防災マップの配布やヘルメット持参の啓

発などを行う。さらに、登山者等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、登山届出の啓発、

携帯電話による災害情報に関するメール配信登録サービスの導入、火口周辺施設との連携等に

より、登山者等の情報の把握に努める。 

登山者等は、自らの安全を確保するため、噴火のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡
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手段の確保、登山届の積極的な提出等の手段を講じるよう努める。 

５ 噴火警報等の伝達体制の整備 

市は、噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、火山の状況に関する解説情報（臨時）、

噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制を整備する。また、登山者等への

伝達をより確実にするため、防災行政無線、サイレン、緊急速報メール、登山口等における掲

示、山小屋の管理人等を介した情報伝達など、地域の状況を踏まえながら、情報伝達手段の多

様化を図る。 

市は、火山の状況に関する解説情報（臨時）に盛り込むべき具体的な文言、情報伝達方法、

情報に応じた現地の関係機関の防災対応・手順についてあらかじめ火山防災協議会において検

討し、定めておく。また、火山活動の変化等をより早期に把握するため、山小屋の管理人等か

らの情報が気象庁や大学等の火山監視観測・調査研究機関に速やかに伝達されるような仕組み

を、火山防災協議会において整備する。 

６ 避難確保計画の作成 

市地域防災計画に名称及び所在地を定められた不特定かつ多数の者が利用する施設又は要配

慮者利用施設の所有者又は管理者は、火山現象の発生及び推移に関する情報伝達に関する事項、

防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定め

た避難確保計画の作成・公表、当該避難確保計画に基づく避難訓練を実施するものとし、作成

した避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について市長に報告する。 

市は、警戒地域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要

な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組みの支援に努めるものとする。 

御嶽山における避難促進施設は、御嶽山火山防災協議会での統一基準に基づき、剣ヶ峰南西

斜面の火口から概ね４km以内に位置する以下の施設とする。 

名称 所在地 

下呂市御嶽山五の池小屋 

 

下呂市小坂町落合2376番地1 

落合国有林80ロ林小班 

二の池ヒュッテ 下呂市小坂町落合2376番地1 

落合国有林80ロ林小班 

７ 指定避難所 

 (１) 指定避難所の指定 

市は、火山ハザードマップ等を踏まえ、安全な地域に、指定避難所を指定し、地域防災計

画に定めるものとする。指定避難所の指定にあたっては、避難対象地域の人口を試算してお

き、感染症対策を踏まえた上で施設として収容可能かどうかを確認し、地域コミュニティに

配慮した収容ができるように、地区別の割当てについても検討しておくものとする。また、

指定避難所を指定する際、岐阜地方気象台及び火山専門家等から火山現象の特性等に関する

助言を得るものとする。 

 (２) 避難の長期化に備えた対策 

市は、火山活動の状況や防災対応の実施状況などについて、適宜、正確に避難者に伝達す

るものとする。避難所等においては、避難所等の運営体制の構築を支援し、プライバシーや
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衛生面の確保など運営上の課題を早期解決するとともに、旅館・ホテル、その他公共施設等

の協力を得て、長期の避難生活におる避難者の心理的負担を解決するための避難所の確保な

どの対応にあたるものとする。さらに、応急仮設住宅の建設や公営住宅への入居などの対応

を進めるものとする。また、保健師や福祉ボランティアなどを活用し、避難所等の巡回相談

などを実施するものとする。 

市は、岐阜地方気象台の協力を得て、火山活動の状況や予測される火山活動の推移等につ

いて、定期的に説明会を開催するなど情報提供し、避難者や住民等の不安の軽減を図るもの

とする。 

ペット・家畜は原則として所有者の責任において避難先を確保すべきであるが、市は、確

保できない場合を想定して、臨時の預かり所や避難先の確保、搬送方法など火山防災協議会

等において対応を協議するものとする。 

避難計画では、避難生活が長期化することに備えて、環境面に配慮した避難所の設定や避

難者への物資、生活面に関わる支援内容について定めておくものとする。また、顕著な地形・

地表面の変動を伴う溶岩流や規模の大きな火砕流、土石流に被覆が予想される地域等では、

数年に及ぶ避難の長期化や場合によっては今後居住が困難になる可能性があることにも留意

するものとする。 

８ 指定緊急避難場所 

 (１) 指定緊急避難場所の指定 

市は、想定される火山現象や噴火シナリオに基づく避難の基本的な方針を踏まえ、住民、

登山者等が身を守るための場所として、市において、適切に指定緊急避難場所を指定し、地

域防災計画に定めるものとする。また、指定緊急避難場所を指定する際、岐阜地方気象台及

び火山専門家等から火山現象の特性等に関する助言を得るものとする。なお、災害の想定等

により、近隣の市町村の協力を得て、近隣市町村に設けることで、より効率的な避難が可能

となる場合もあることから、地域の実情に応じ、火山防災協議会等で、近隣市町村への指定

についても検討するものとする。 

 (２) 指定緊急避難場所の指定が困難な火山地域 

指定緊急避難場所の指定が困難な火山地域では、危険を少しでも軽減する可能性のある場

所及び施設を指定するものとする。 

９ 避難経路の設定 

市は、住民、登山者等が安全に避難できるように、避難対象地域から避難所までの避難経

路を明確に定めておくものとする。避難経路の設定にあたっては、火山防災協議会における

協議とともに、岐阜地方気象台及び火山専門家等からの火山現象の特性等に関する助言や火

山地域の実情に詳しい観光関係団体の意見も踏まえて定めるものとする。また、迅速な避難

を実施するため、避難経路上で道路の容量や交差点などの渋滞が発生すると予想される箇所

の有無を確認し、必要な対策を講じておくものとする。なお、避難経路は、火山現象や土砂

災害の危険性等を考慮し、複数定めておくものとする。 

避難計画では、火山地域の特性を踏まえ、避難対象地域か ら避難所等までの安全な避難経
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路を設定するとともに、その代替ルートも設定しておくものとする。また、避難経路によって、

活用可能な避難手段が変わり得ることも考慮するものとする。 

 

10 警戒避難体制の整備 

  市は、国・県から得た火山活動に関する情報を住民に伝達する体制の整備を図る。 

11 防災知識の普及 

市は、火山ハザードマップ、火山防災マップ、火山災害時の行動マニュアル等をわかりやす

く作成・配布し、研修を実施する等防災知識の普及啓発に努める。なお、市長は、市地域防災

計画に基づき、円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民、登山者等に周知させるため、

協議会における検討を踏まえ、火山現象の影響及び範囲を図示した火山ハザードマップに避難

対象地域、避難場所や避難経路、避難手段といった避難計画の内容、噴火警戒レベルの解説や

情報伝達に関する事項など、住民や登山者等に必要な防災上必要な情報を付加した火山防災マ

ップの配布その他の必要な措置を講じる。市は、観光関係の事業者等を通じて、火山地域を訪

れる登山者等に対して防災知識の普及啓発を図る。 

12 防災訓練の実施 

  協議会は、登山者等を想定した訓練を実施し、宿泊施設、観光施設、交通施設等の訓練への

参加についても推進するよう努めるとともに、訓練により明らかとなった課題等について、避

難計画に反映させる等、訓練を通じて火山防災対策の充実を図るよう努める。また訓練を行う

に当たっては、火山ハザードマップや噴火シナリオ等を活用して被害の想定を明らかにすると

ともに、噴火警戒レベルに合わせた防災対応や避難対象地域の設定を行い、避難開始時期や避

難対象地域、避難経路・手段を定める具体的で実践的な避難計画を作成し、実施時間を工夫す

る等様々な条件を設定し、住民、登山者等の参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むな

ど、実践的なものとなるよう工夫する。 

 

 

 
 

 

〔下呂防８〕 



□2 〈１.予防〉第12節 飲料水枯渇等予防対策 

91 

第12節 飲料水枯渇等予防対策  

 

 

 

 

 飲料水の枯渇又は災害により断水等のおそれのある水道施設（以下「施設」という。）等に対す

る予防対策は、本計画の定めるところによるが、各施設の設置者等は、飲料水の確保を図るため、

生活用水の需給計画を策定するとともに施設の改修整備に努める。 

 なお、災害等による飲料水の供給は、本編第２章第19節「給水活動」の定めるところによる。 

 

１ 現状の把握と施設対策 

 飲料水の利用と施設の状況を把握し、緊急時における給水拠点の設定等と飲料水の給水計画

を策定するとともに、常に安定した水源を確保し、利用者の日常生活を混乱させることのない

よう、その対策に努める。 

２ 水源枯渇時の広報と給水 

 水源が長期にわたり枯渇し、飲料水等を得ることができない場合における広報及び給水は、

次による。 

(１) 広 報 

 広報活動は、次のいずれかにより実施する。 

ア テレビ、ラジオ、新聞等の利用 

イ 防災行政無線、ホームページ、広報紙、掲示板等の活用 

ウ 自治会、大口利用者等に節水協力の要請 

(２) 給 水 

 応急給水は、次のいずれかにより実施する。 

ア 給水車 

イ 給水タンク 

ウ 非常用ポリ袋 

エ 各戸給水容器 

オ 共同給水栓の設置（暫定） 

カ 他の水源からの導水等 

３ 給水資器材の確保等 

 緊急時における飲料水の供給が不能となった場合の応急用資器材として、給水タンク（とう

載用）、非常用ポリ袋、ろ過機、資材等の確保又は備蓄に努める。 

４ 飲料水の緊急給水等 

 緊急時における飲料水の確保は、「岐阜県水道災害相互応援協定」（資料２－７/1052頁）その

他の規定に基づく緊急給水ができるように、その対策を定めておく。ただし、緊急給水の実施

に際し、水源を河川に求める場合は、各関係機関と緊密な連絡をとり実施する。 
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５ 自衛隊の災害派遣による給水 

 災害等により飲料水の供給が不能となった場合に、岐阜県水道災害相互応援協定等に基づく

他市町村等の応援によっても、なお飲料水の確保ができないときは、本編第２章第４節「自衛

隊災害派遣要請」に基づき自衛隊の災害派遣による給水を知事に要請する。 
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第13節 観光施設等予防対策  
 

 

 

 市内には、宿泊休養施設（ホテル、旅館等）や運動施設（山小屋、キャンプ場、水泳場等）等

（以下「観光施設」という。）が多数存在しており、その利用者の安全を図るため、災害発生時

に備えた体制の整備に努める。 

 

１ 観光施設に対する指導 

  市は、利用者の安全を図るため、観光施設の経営者・管理者に対して、次の対策を講じるよ

う指導する。 

 (１) 防災体制の整備 

  ア 観光施設の管理者は、法令に基づき消防計画及び防災計画を策定し訓練等を実施して、

観光客等の安全確保に努める。 

  イ 施設ごとに防災責任者を定め、平常時から危険箇所の点検を行うとともに、救助その他

の組織を整備しておく。また、可能な限り滞留旅客の把握及びその情報の保全に努め、災

害発生時に備える。 

 (２) 気象予警報等の把握と避難体制 

   テレビ、ラジオ等の放送で災害に関する気象状況の把握に努め、観光施設の利用者に周知

徹底を図るとともに、市と緊密な連携のもとに、緊急時における避難誘導方法等を定める。

また、「避難の心得」、「避難順路」等を標示して、利用者の早期避難に資する。 

２ 観光客・旅行者等の安全確保 

 観光施設の経営者又は管理者は、地理的に不案内な観光客、旅行者等が災害に遭遇した場合

を想定して、次の点に留意して安全確保対策を推進するものとする。 

(１) 標識の設置 

 避難所・避難経路等の標識を容易に判断できるよう整備する。 

(２) 避難誘導 

 旅館、ホテル等の宿泊施設における情報提供体制、避難誘導体制の確立を図る。 

(３) 防災備蓄 

 各施設において、食料・水・医薬品等の防災備蓄整備を行う。 

３ 観光施設との連絡体制等の整備 

 (１) 市は、市内の観光協会等を通じて、観光施設との連絡体制を整備するとともに、災害時に

市長が発令する避難情報が適切に伝達されるよう、あらかじめその調整を図る。 

 (２) 市が気象予警報等の情報を覚知した場合は、市内の観光協会等を通じて、観光施設に伝達

できるよう、情報伝達体制の整備に努める。 

 (３) 市は、市内の宿泊施設等と「災害時における宿泊施設等の使用に関する協定」を結ぶなど

の対策を講じ、帰宅困難・滞留旅客者となる観光客等の一時避難所の確保に努める。 
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第14節 孤立地域防止対策  
 

 

 

 市域の大部分は山地で占められており、その中を河川が深い谷を刻みながら流れ、それらに沿

って小集落が点在している。こうした地勢は、孤立地域の発生を余儀なくさせることから、通信

手段の確保、道路網の整備等の防止対策を推進する。 

 

１ 通信手段の確保 

  災害の発生により孤立地域が発生した場合、市防災行政無線は重要な情報伝達手段となるた

め、平常時から施設の点検・整備を行うとともに、その効果的な運用を図る。 

  また、市内のアマチュア無線クラブ等と必要に応じて協議を行い、災害時の情報通信分野に

おいて協力が得られるようにしておく。 

  具体的な対策については、本章第７節「防災通信設備等の整備」の定めるところによる。 

２ 孤立地域の発生に備えた道路ネットワーク等の確保 

  市は、道路整備等による孤立地域対策及び緊急輸送道路や孤立の恐れのある地域に通じる道

路沿いの民有地樹木の伐採を推進するとともに、林道、農道等の迂回路確保に配意した整備を

推進する。 

３ 孤立予想地域の実態把握 

 (１) 平素の行政活動を通じ、高齢者世帯、寝たきりの病人、身体の不自由な者等、優先して救

護すべき住民の実態を把握しておく。 

 (２) 観光地等にあっては、孤立した場合の最大人員、生活維持可能期間等の基礎的実態を把握

しておく。 

４ 避難所の確保 

  市内の孤立予想地区（資料12－６/1255頁）における避難所として予定している公民館等の施

設の実態把握に努めるとともに、災害による被害を受けないよう、立地条件の検討や老朽施設

の耐震改修・更新等を図る。 

  また、被害の状況によっては、一部、集落単位で孤立するおそれがあるため、それらの地区

において、最低１箇所以上の避難所となりうる施設を確保し、未設置地区を解消する。 

５ 備 蓄 

  市は、食料等の備蓄を計画的に行うとともに、救援が届くまでの期間、孤立地域の中で互い

に助け合えるよう、平素から地域住民の間で備蓄を行うよう指導・啓発する。また、孤立予想

地域における観光客等に対する備蓄にも配慮する。 

  具体的な対策については、本章第16節「必需物資の確保対策」の定めるところによる。 

６ その他 

  市は、上記対策に加え、県が別に定める孤立地域対策指針により、その他の対策を実施する。 




